
村
方
騒
動
と
文
書
の
作
成
・
管
理
シ
ス
テ
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は
じ
め
に

　
日
ご
ろ
二
七
世
紀
の
古
文
書
が
よ
く
残
っ
て
い
る
な
あ
」
と
か
、
逆
に
「
古
い
時
代
の
文
書
は
残
ら
な
い
の
だ
（
し
よ
う
が
な

い
）
」
と
い
っ
た
感
覚
で
接
し
が
ち
な
近
世
の
村
方
文
書
も
、
ひ
と
た
び
そ
の
残
り
方
に
注
意
を
払
え
ば
、
何
が
し
か
の
理
由
に
よ
っ
て
、

意
外
に
積
極
的
に
作
成
さ
れ
保
存
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
世
日
本
の
村
方
文
書
は
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
か
、

そ
の
作
成
・
管
理
の
シ
ス
テ
ム
や
維
持
・
改
変
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
現
代
に
お
け
る
地
域
文
書
館
の
源
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
近
世
史
の
文
脈
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
な
特
質
を
指
摘
で
き
る
の
か
、
等
々
の
き
わ
め
て
基
礎
的
な
問
題

に
取
り
組
む
た
め
に
、
本
稿
で
は
武
蔵
国
の
一
山
村
に
伝
来
し
た
村
方
文
書
を
素
材
に
し
て
準
備
的
な
考
察
を
試
み
る
。
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と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
従
来
の
村
落
支
配
論
と
古
文
書
学
、
そ
し
て
村
落
自
治
論
や
文
化
論
を
含
む
村
落
史
研
究
に
深
く
関
わ

っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
解
明
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
さ
え
議
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
次
の
よ
う
に
視
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
設
定
す
る
。
ま
ず
近
世
の
村
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
水
本
邦
彦
の
研
究
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
十
数
年
の
氏
の
研
究
は
、
幕
藩
領
主
と

百
姓
の
対
抗
図
式
の
間
に
、
共
同
組
織
と
し
て
の
「
村
」
を
定
置
し
て
き
た
。
初
期
お
よ
び
前
期
村
方
騒
動
の
中
に
、
幕
藩
領
主
が
設
定

し
た
法
的
・
政
治
的
支
配
の
村
1
1
〈
領
主
の
村
〉
と
、
百
姓
の
生
産
・
生
活
の
場
で
あ
り
か
つ
百
姓
の
公
的
要
求
を
実
現
し
て
い
く
村
1
1

〈
百
姓
の
村
〉
と
の
ズ
レ
を
見
い
だ
し
、
後
者
に
よ
る
前
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
捉
え
返
し
の
あ
り
様
に
、
「
村
」
を
基
礎
と
し
た
近
世
農
民
の

成
長
を
見
据
え
る
の
で
あ
る
。
幕
藩
領
主
↓
村
↑
百
姓
と
す
る
図
式
と
、
百
姓
た
ち
の
絶
え
ざ
る
働
き
か
け
（
村
方
騒
動
に
端
的
に
現
れ

る
）
に
よ
っ
て
「
村
」
が
成
立
・
変
容
し
て
い
く
と
す
る
視
角
は
、
村
方
文
書
の
成
立
を
論
ず
る
際
に
も
充
分
に
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
水
本
ら
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
村
政
民
主
化
の
動
態
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
保
証
さ
れ
、
不
可
逆
的
な
体
制
に
さ
れ
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
局
面
に
こ
そ
、
村
方
文
書
を
積
極
的
に
作
成
・
管
理
し
て
い
く
内
在
的
な
理
由
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
〈
史
料
（
こ
こ
で
は
村
方
文
書
）
〉
は
過
去
を
読
み
と
り
再
構
成
す
る
材
料
で
あ
る
こ
と
が
普
通
だ
が
、
同
時
代
人
に
と

っ
て
〈
文
書
を
作
成
し
、
管
理
し
て
い
く
こ
と
〉
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
公
的
な
場
に
お
い
て
何
事
か
を
実
現
し
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
証

明
し
ま
た
は
実
行
し
な
が
ら
、
不
可
逆
的
な
も
の
と
し
て
い
く
知
的
技
術
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
作
成
．
管
理

に
関
わ
る
い
く
つ
も
の
技
術
は
、
村
役
人
や
百
姓
だ
け
が
創
出
し
駆
使
し
た
の
で
は
な
く
、
封
建
支
配
を
再
編
す
る
幕
藩
領
主
が
も
っ
と

も
十
全
に
行
使
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
村
方
文
書
は
「
村
」
内
外
の
諸
関
係
の
う
ち
に

あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
知
的
技
術
の
集
積
と
し
て
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
視
角
か
ら
本
稿
で
は
、
村
方
騒
動
と
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
シ
ス
テ
ム
の
成
立
・
改
変
に
焦
点
を
定
め
て
、
村
方
文
書
自
体
の
歴
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史
を
素
描
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
（
現
埼
玉
県
入
間
郡
名
栗
村
）
は
、
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
の
「
武
州
世
直
し
一

揆
」
発
生
村
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
学
習
院
大
学
史
料
館
が
所
蔵
す
る
名
主
町
田
家
の
古
文
書
は
、
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
の
「
世
直

し
状
況
論
」
研
究
以
来
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、
当
該
地
域
の
経
済
構
造
、
山
村
豪
農
と
し
て
の
町
田
家
の
経
営
構
造
や
百
姓
の
階
層

構
成
・
分
化
な
ど
が
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
こ
の
町
田
家
文
書
を
使
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
れ
ら
先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
上
名
栗
村
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
上
名
栗
村
は
、
飯
能
の
西
北
約
二
〇
キ
ロ
、
入
間
川
最
上
流

部
1
1
名
栗
川
沿
い
の
山
間
に
位
置
す
る
。
一
七
世
紀
中
頃
の
『
武
蔵
国
田
園
簿
』
に
よ
る
と
、
同
村
は
村
高
二
七
九
石
八
斗
七
升
、
「
皆

畑
」
、
今
井
八
郎
左
衛
門
代
官
所
支
配
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
一
八
二
五
（
文
政
八
）
か
ら
の
一
〇
年
間
、
館
林
藩
領
で
あ
っ
た
時
期
を
除

い
て
幕
府
領
で
あ
る
。
一
六
六
八
（
寛
文
八
）
年
の
検
地
で
は
四
二
〇
石
二
斗
六
升
三
合
が
打
ち
出
さ
れ
、
一
七
二
三
（
享
保
八
）
年
に
は
三

石
四
斗
三
升
九
合
が
高
入
れ
さ
れ
て
村
高
が
四
二
三
石
七
斗
二
合
と
な
り
、
幕
末
ま
で
続
い
て
い
る
。
な
お
、
一
六
六
八
年
以
前
に
徳
川

幕
府
の
検
地
が
施
行
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
家
数
は
、
一
七
二
〇
年
段
階
で
三
四
八
軒
、
一
九
世
紀
前
半
に
な
る
と
少
し
ず
つ
減
少
し
二

八
〇
軒
前
後
を
推
移
し
た
。
ま
た
村
の
運
営
は
、
は
じ
め
町
田
家
が
代
々
名
主
を
勤
め
た
が
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
る
一
七
二
四
（
享
保

九
）
年
の
村
方
騒
動
以
降
、
新
組
が
分
立
し
て
組
頭
に
よ
る
年
番
名
主
制
を
と
り
、
古
組
は
世
襲
名
主
町
田
家
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
。

　
ま
た
上
名
栗
村
は
、
水
稲
耕
作
が
困
難
で
あ
り
、
一
八
世
紀
前
半
ま
で
は
木
炭
生
産
・
販
売
を
基
幹
産
業
と
し
、
村
内
百
姓
は
飯
能
な

ど
の
市
場
に
こ
れ
ら
を
出
荷
し
、
食
料
品
な
ど
を
購
入
し
て
生
活
し
て
い
た
。
し
か
し
次
第
に
杉
・
檜
造
林
に
よ
る
材
木
生
産
・
販
売
が

盛
ん
に
な
り
、
一
九
世
紀
に
は
い
る
と
山
野
で
占
め
ら
れ
る
土
地
を
分
収
林
業
に
よ
っ
て
十
全
に
活
用
し
、
西
川
林
業
地
帯
の
中
心
村
と

な
る
ま
で
に
発
展
し
て
い
る
。
古
組
名
主
町
田
家
は
、
西
川
林
業
を
担
っ
た
山
方
荷
主
で
あ
り
か
つ
在
方
商
人
で
あ
り
、
土
地
や
山
林
の

集
積
を
重
ね
な
が
ら
村
内
百
姓
を
旦
雇
人
足
・
木
挽
と
し
て
組
織
し
て
杉
・
檜
造
林
、
材
木
生
産
を
お
こ
な
い
、
江
戸
に
出
荷
し
た
。
近
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世
後
期
の
上
名
栗
村
に
は
、

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
営
を
す
る
在
方
商
人
が
点
在
し
、
多
く
の
百
姓
は
そ
の
経
営
下
で
林
業
労
働
に
た
ず
さ
わ
っ

24

第
一
章
　
村
方
騒
動
以
前
の
村
方
文
書
と
生
産
活
動

第
一
節
　
上
名
栗
村
に
お
け
る
村
方
文
書
の
生
成

　
近
世
前
期
に
お
い
て
村
々
で
は
、
ど
の
よ
う
な
規
範
の
も
と
に
村
方
文
書
を
作
成
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
幕
府
は
一
六
四
二
（
寛
永

一
九
）
年
八
月
の
郷
村
法
度
第
＝
条
に
お
い
て
、
年
貢
関
係
帳
簿
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　
史
料
一

　
　
一
年
貢
等
勘
定
以
下
、
代
官
庄
屋
二
小
百
姓
立
合
可
相
極
候
、
毎
年
其
帳
面
二
相
違
無
之
と
の
判
形
為
致
置
可
申
、
何
事
に
よ
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
V

　
　
　
庄
屋
よ
り
小
百
姓
共
に
非
分
申
掛
さ
る
様
二
堅
可
申
渡
事
、

こ
の
法
令
は
、
代
官
と
庄
屋
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
小
百
姓
と
対
峙
し
て
い
る
状
況
下
で
、
幕
府
が
小
百
姓
を
年
貢
等
の
勘
定
過
程
に
参
入

さ
せ
、
か
つ
庄
屋
が
小
百
姓
へ
の
非
分
を
も
ち
か
け
な
い
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
年
貢
村
請
制
を
合
理
的
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
し

た
法
令
で
あ
る
。
幕
府
は
、
そ
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
、
年
貢
等
の
勘
定
諸
帳
簿
を
仕
立
て
さ
せ
、
小
百
姓
に
承
認
の
判
形
を
押
さ
せ

て
お
く
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
帳
簿
は
し
か
る
べ
き
時
に
庄
屋
が
証
拠
と
し
て
使
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
文
言
に
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は
な
い
が
、
庄
屋
が
保
存
、
管
理
す
べ
き
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
閤
検
地
以
降
の
村
切
り
に
よ
っ
て
創

ら
れ
た
「
領
主
の
村
」
、
そ
こ
か
ら
の
年
貢
徴
収
方
式
で
あ
る
「
村
請
制
」
の
施
行
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
、
歴
史
上
は
じ
め
て
村

方
文
書
の
規
範
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
原
初
的
な
の
規
範
は
、
こ
の
ほ
か
の
幕
府
法
令
に
よ
っ
て
次
第
に
具
体
的
に
な
っ
て
い
く
。
村
入
用
帳
の
成
立
を
論
じ
た
菅
原
憲

治
の
羅
に
よ
り
な
が
ら
・
幕
府
法
令
の
村
方
帳
簿
に
関
す
る
指
示
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
①
一
六
四
二
（
寛
永
一
九
）
年
五
月
か
ら
の
一
連
の
法
令
で
、
年
貢
・
諸
役
の
割
掛
非
分
の
防
止
を
目
的
に
、
「
諸
役
入
用
」
に
つ
い
て

　
　
も
「
小
百
姓
帳
」
を
仕
立
て
連
判
を
さ
せ
、
さ
ら
に
手
代
が
押
切
り
印
判
を
し
て
確
認
を
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
ま
た
一
六
四
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

　
　
八
月
の
郷
村
法
度
で
は
、
そ
れ
ら
を
年
内
に
済
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
②
＝
ハ
五
二
（
慶
安
五
）
年
正
月
の
「
代
官
心
得
条
々
」
で
は
、
諸
役
入
用
帳
に
加
え
て
検
見
帳
・
庭
帳
に
も
百
姓
に
判
形
を
押
さ
せ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
代
官
が
毎
年
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
③
一
六
六
六
（
寛
文
六
）
年
四
月
に
は
、
年
貢
・
諸
懸
り
物
・
小
物
成
等
ま
で
を
一
人
つ
つ
割
り
付
け
る
小
割
帳
と
「
諸
役
入
用
帳
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

　
　
別
帳
で
仕
立
て
、
判
形
処
置
を
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　
④
一
六
九
四
（
元
禄
七
）
年
の
「
御
料
御
代
官
所
名
主
・
五
人
組
御
定
書
」
で
は
、
領
主
が
「
相
印
」
を
押
し
た
二
冊
の
「
入
目
帳
」
を

　
　
毎
年
村
方
に
渡
し
、
一
冊
を
名
主
、
一
冊
を
百
姓
方
が
所
持
し
て
諸
役
入
用
を
記
載
し
、
名
主
．
年
寄
．
百
姓
が
印
判
を
押
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
年
毎
に
双
方
が
確
認
し
あ
い
な
が
ら
勘
定
す
る
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
⑤
享
保
改
革
後
の
一
七
四
〇
（
元
文
五
）
年
九
月
、
「
年
貢
井
諸
役
懸
り
物
或
村
入
用
等
」
を
名
主
．
組
頭
が
帳
面
に
記
し
て
惣
百
姓
立

　
　
ち
合
い
で
勘
定
を
し
、
相
違
が
な
け
れ
ば
印
形
を
取
り
置
く
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
年
貢
と
諸
役
入
用
と
い
う
区
分
で

　
　
あ
っ
た
が
、
後
者
が
「
諸
役
懸
り
物
」
と
「
村
入
用
」
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
新
た
に
名
主
．
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表一　村方騒動以前の村方文書残存状況

土地関係 1668（寛文8）年　検地帳　竪帳14冊，反別目録　竪帳1冊

文書 1679（延宝7）年　新開改帳　竪帳1冊

1723（享保8）年　見取場・改出しの高入帳　竪帳1冊

年貢割付 1660（万治3）年以降　年貢割付状　もれなく伝存

過程文書 1658（万治元）年度以降　年貢皆済目録　もれなく伝存

年貢勘定 1660（万治3）年　名寄帳　竪帳1冊

過程文書 1687（貞享4）年　年貢名寄帳　横帳1冊

同　　　　年　石寄帳　横帳1冊

1706（宝永三）年以降の年貢割付名寄帳　横帳

1707年分を除いて伝存

このほか 1712（正徳2）年宗旨人別五人組改帳　竪帳6冊

1720年・1722（享保7）年　村明細帳　竪帳2冊

1681（延宝9）年以降の人見入り入会論文書　状1点，絵図1点

1703（元禄13）年よりの御用炭など上納関係文書　状3点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

組
頭
が
帳
面
に
奥
判
を
す
る
こ
と
も
指
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
幕
府
は
、
近
世
初
頭
以
来
、
年
貢
村
請
制
の
円
滑
な
施
行
を
は

か
る
た
め
、
す
な
わ
ち
村
役
人
に
よ
る
年
貢
・
諸
役
な
ど
の
非
分
な
割
掛
け
と
そ

れ
に
伴
う
村
方
騒
動
を
防
止
す
る
た
め
に
、
諸
帳
面
の
作
成
を
命
じ
て
き
た
。
こ

れ
ら
は
、
年
貢
庭
帳
、
年
貢
小
割
帳
、
諸
役
・
懸
か
り
物
帳
、
村
入
用
帳
な
ど
に

お
よ
び
、
い
ず
れ
も
惣
百
姓
へ
公
開
さ
れ
て
承
認
さ
れ
、
証
拠
と
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
作
成
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
〈
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理

規
範
〉
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
が
し
か
し
、
菅
原
が
村
入
用
帳
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
代

官
・
手
代
と
の
癒
着
が
強
固
で
あ
り
、
村
内
に
お
い
て
小
百
姓
と
対
峙
し
て
い
た

村
役
人
は
、
こ
れ
ら
の
規
範
を
必
ず
し
も
実
行
に
う
つ
さ
な
か
っ
た
。
領
主
が
村

の
構
成
員
（
名
請
人
）
と
し
た
小
百
姓
が
政
治
的
な
村
に
お
「
い
て
も
構
成
員
た
る
べ

く
、
な
ん
ら
か
の
働
き
か
け
を
し
な
け
れ
ば
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
上
名

栗
村
の
場
合
、
ま
さ
に
こ
の
転
機
が
一
七
二
四
（
享
保
九
）
年
の
村
方
騒
動
に
あ
た

る
。
こ
の
詳
細
は
後
章
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
前
の
上
名
栗
村
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
村
方
文
書
が
生
成
し
た
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。

　
町
田
家
文
書
に
は
、
騒
動
以
前
に
作
成
さ
れ
た
古
文
書
が
表
一
の
ご
と
く
伝
存

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
一
六
六
〇
年
前
後
か
ら
の
文
書
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村方騒動と文書の作成・管理システム

が
残
存
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
領
主
支
配
に
関
わ
る
文
書
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
村
内
百
姓
の
み
に
関
わ
る
も
の
は
わ
ず
か
に
年
貢
割

付
諸
帳
だ
け
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
一
六
六
〇
年
前
後
と
は
、
上
名
栗
村
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
の
あ
る
時
期
だ
っ
た
の
か
考
え
て
お
こ
う
。
年
貢
割
付
状
に
よ

っ
て
こ
の
時
期
の
本
途
物
成
構
成
を
見
る
と
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
上
名
栗
村
の
村
高
は
、
一
六
五
〇
年
頃
の
『
武
蔵
国
田
園
簿
』
で

「
高
二
七
九
石
八
斗
七
升
」
と
さ
れ
て
い
る
．
解
こ
の
高
は
＝
ハ
六
。
（
万
治
三
）
年
以
降
の
年
貢
割
撫
に
み
ら
れ
・
「
畑
・
鑛
虻
ハ
、

定
納
」
の
永
五
五
貫
九
七
四
文
を
、
当
時
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
永
一
貫
文
1
1
五
石
替
え
で
勘
算
し
た
石
高
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

百
姓
側
は
こ
の
高
を
「
本
高
」
と
呼
ん
で
お
り
、
一
六
五
〇
年
頃
か
ら
一
六
六
八
年
の
検
地
施
行
ま
で
は
、
こ
の
「
本
山
口
同
」
が
年
貢
の
中

核
に
な
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
一
六
六
〇
年
に
は
、
「
畑
・
屋
敷
と
も
定
納
」
、
「
開
高
定
納
」
、
隠
田
の
改
め
出
し
の
三
費
目
で
永
七
三
貫
一
九
五
文
が
課
さ

れ
て
お
り
・
納
A
泉
高
と
し
て
も
最
も
膏
な
・
て
い
．
魏
・
・
の
後
＝
ハ
六
五
年
に
な
・
て
、
先
の
隠
田
の
改
め
出
し
と
同
額
の
改
め
出

し
永
一
貫
八
九
四
文
が
六
七
年
ま
で
課
さ
．
糖
二
⊥
ハ
六
八
年
に
は
こ
れ
が
開
高
定
納
L
に
A
・
ま
れ
・
に
至
・
て
い
．
聴
。
す
な
わ
ち
幕
府

代
官
は
、
検
地
を
施
行
し
て
い
な
い
上
名
栗
村
の
本
途
物
成
を
、
畑
・
屋
敷
永
高
と
開
高
（
永
高
）
と
に
よ
っ
て
把
握
し
、
時
々
に
改
め
出

し
を
お
こ
な
い
な
が
ら
随
時
開
高
に
加
え
入
れ
、
積
極
的
に
年
貢
増
徴
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
名
栗
村
に
と
っ
て
一
六
六
〇
年
代
は
、

幕
府
の
代
官
手
代
が
、
一
六
六
八
年
の
検
地
に
向
け
て
村
へ
の
関
与
を
強
め
て
き
た
時
期
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
さ
て
、
こ
の
時
期
の
村
方
文
書
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
一
六
六
〇
年
「
名
寄
帳
」
は
、
小
割
さ
れ
た
永
高
と
名
前
の
部
分
に
各
百

姓
の
印
が
押
さ
れ
、
裏
表
紙
に
は
「
上
名
栗
、
名
主
・
組
頭
・
惣
百
姓
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
小
百
姓
が
関
わ
り
な
が
ら
村
全
体
と
し
て

作
成
し
た
形
式
に
な
・
て
い
る
・
ま
た
・
＝
ハ
六
二
年
の
割
撫
の
紙
背
に
は
「
表
書
之
御
わ
り
付
見
申
、
無
高
下
勘
定
仕
候
、
以
上
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
リ

と
記
し
て
、
上
名
栗
村
の
組
頭
と
お
も
わ
れ
る
市
郎
右
衛
門
ら
＝
名
が
連
署
し
て
い
る
。
一
六
六
四
年
の
割
付
状
紙
背
に
は
、
組
頭
の
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〔
2
0
）

連
署
に
加
え
て
「
惣
百
姓
」
と
記
し
て
あ
り
、
さ
ら
に
一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
の
割
付
状
で
は
、
「
當
申
御
割
付
表
書
之
通
、
村
中
名

主
．
組
頭
．
小
百
姓
迄
立
合
拝
見
仕
候
」
と
記
し
、
名
主
兵
左
衛
門
以
下
組
頭
八
人
の
連
署
・
押
印
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、

上
名
栗
村
の
村
方
文
書
は
、
百
姓
が
立
ち
合
っ
て
勘
定
を
し
、
そ
の
際
の
帳
面
に
は
印
判
を
取
っ
て
お
く
と
い
う
幕
府
の
〈
規
範
〉
に
あ
る

程
度
準
拠
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
幕
府
が
上
名
栗
村
へ
の
関
与
を
強
め
て
き
た
一
六
六
〇
年
代
、
代
官
・
手
代
に
よ
る
帳
簿
作
成

の
指
導
も
強
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
幕
府
の
〈
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
規
範
〉
を
無
視
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
下
で
、

村
方
文
書
の
原
型
が
生
成
し
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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第
二
節
　
村
方
騒
動
以
前
の
年
貢
・
諸
役
勘
定
文
書
の
シ
ス
テ
ム

　
次
に
、
一
七
二
四
年
の
村
方
騒
動
以
前
の
文
書
全
体
に
つ
い
て
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
先
の
規
範
に
は
年
貢
小
割

帳
の
ほ
か
、
年
貢
庭
帳
や
諸
役
入
用
帳
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。
町
田
家
文
書
の
中
に
は
こ
れ
ら
の
う
ち
「
年
貢
割
付
名
寄
帳
」
な
ど
の

表
題
を
も
つ
年
貢
小
割
帳
し
か
現
存
し
て
い
な
い
が
」
七
一
6
（
享
保
五
）
年
の
村
明
穐
や
村
方
騒
動
訴
訟
匁
離
に
よ
る
と
・
督
と

も
一
七
二
〇
年
頃
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
「
諸
懸
り
物
村
入
用
割
帳
」
・
「
差
引
勘
定
帳
（
御
年
貢
鎌
取
帳
）
」
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
帳
簿
に
よ
る
勘
定
過
程
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
年
貢
割
付
状
を
下
さ
れ
た
上
名
栗
村
で
は
、
名
主
が
「
年
貢
割
付
名
寄

帳
」
を
仕
立
て
、
百
姓
一
人
毎
に
、
所
持
高
、
反
別
と
取
永
、
引
永
、
差
引
の
永
高
、
現
物
納
の
綿
、
口
永
、
納
合
永
高
、
そ
し
て
紙
船

役
．
綿
売
出
永
な
ど
高
割
り
に
し
な
い
小
物
成
（
代
永
）
を
記
し
、
合
計
永
高
を
算
出
し
た
。
名
主
は
こ
の
一
帳
で
年
貢
諸
役
を
徴
収
し
、

各
百
姓
に
は
小
割
帳
の
押
切
判
を
お
し
た
請
取
手
形
を
渡
し
て
い
た
。
一
方
、
高
懸
り
三
役
と
高
割
り
に
す
る
小
物
成
、
お
よ
び
村
入
用
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は
「
諸
懸
り
物
村
入
用
割
帳
」
に
随
時
記
入
し
、
皆
済
時
に
高
割
り
額
を
算
出
し
た
。
「
差
引
勘
定
帳
」
で
は
、
こ
の
高
割
り
額
と
そ
の

ほ
か
の
過
不
足
を
調
整
し
て
徴
収
を
お
こ
な
い
、
皆
済
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
段
階
で
の
年
貢
関
係
帳
簿
の
シ
ス
テ
ム
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
年
貢
小
割
帳
に
関
し
て
は
、
一
六
八
七

（
貞
享
四
）
年
を
除
い
て
、
名
主
町
田
家
（
所
持
高
五
石
二
斗
一
升
八
合
）
と
同
家
が
所
属
す
る
新
館
組
百
姓
分
の
記
載
が
存
在
し
な
い
点
が

注
目
さ
れ
る
。
一
六
八
七
年
一
二
月
の
小
割
帳
の
冒
頭
に
は
、

　
史
料
二

　
　
當
卯
ノ
御
年
貢
、
従
御
公
儀
様
被
仰
付
候
通
、
組
頭
・
惣
百
姓
立
合
、
高
下
無
之
様
二
銘
々
勘
定
割
合
仕
、
上
納
仕
候
、
若
重
而
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
違
御
座
候
ハ
ゾ
名
主
・
組
頭
・
惣
百
生
立
合
勘
定
仕
直
可
申
候
、
其
節
中
間
二
而
出
入
申
間
敷
候
、
為
後
日
傍
如
件

と
記
さ
れ
、
幕
府
代
官
か
ら
の
強
い
指
導
を
ふ
ま
え
て
小
割
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
例
外
的
に
町
田
家
分
が
明
記
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
の
帳
簿
に
は
櫃
沢
組
浅
見
五
郎
左
衛
門
（
屋
号
は
五
兵
衛
）
ら
の
記
載
が
な
く
、
そ
れ
ら
は
同
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

二
月
に
五
郎
左
衛
門
が
自
ら
作
成
し
た
「
石
寄
帳
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
村
方
騒
動
以
前
に
お
い
て
は
、

名
主
町
田
家
が
自
ら
の
割
当
分
を
不
明
確
に
し
て
お
い
た
り
、
櫃
沢
組
浅
見
家
ら
に
た
い
し
て
年
貢
・
諸
役
を
直
接
に
割
掛
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
幕
府
が
示
し
た
〈
規
範
〉
の
よ
う
に
、
村
請
制
を
基
礎
と
し
た
公
的
で
か
つ
明
確
な
年
貢
勘

定
、
お
よ
び
帳
簿
作
成
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
ま
た
通
年
で
み
た
場
合
、
一
八
世
紀
初
頭
以
後
の
小
割
帳
は
土
地
所
持
者
の
変
更
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
誰
々
の
名
高
に
入
れ
る
よ
う
に

と
の
付
け
札
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
貢
租
負
担
者
の
変
更
の
増
加
は
、
村
方
騒
動
の
直
前
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
お
り
、

帳
簿
上
の
反
歩
の
抜
き
差
し
が
ま
ま
な
ら
な
い
か
に
見
え
る
程
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
帳
簿
の
構
造
上
の
問
題
で
は
な
い
が
、
正
確
な
年

貢
勘
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
る
事
由
と
し
て
ぜ
ひ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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さ
ら
に
「
諸
懸
り
物
村
入
用
割
帳
」
の
場
合
は
、
村
入
用
と
し
て
採
録
す
る
費
目
や
徴
収
方
法
が
混
乱
を
き
た
し
て
い
た
。
一
七
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

（
享
保
五
）
年
の
村
明
細
帳
で
は
、
村
入
用
に
関
係
す
る
と
お
も
わ
れ
る
費
目
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
年
貢
・
諸
役
の
上

納
銭
持
参
や
御
用
で
召
し
寄
せ
ら
れ
た
時
の
駄
賃
銭
・
道
中
賄
・
宿
泊
費
用
な
ど
の
名
主
御
用
支
出
は
「
其
時
々
二
至
而
惣
百
姓
二
而
割

合
出
シ
」
、
ま
た
名
主
給
は
「
壱
ヶ
年
二
付
、
百
姓
壱
軒
よ
り
鍵
百
文
宛
相
対
二
而
取
来
り
」
、
さ
ら
に
組
頭
給
・
定
使
給
に
つ
い
て
も
そ

の
時
々
に
百
姓
相
対
で
使
っ
て
き
た
と
し
て
お
り
、
村
入
用
の
費
目
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
村
入
用
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
説
明

は
な
い
が
、
年
間
鍵
二
貫
文
ほ
ど
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
後
の
整
備
さ
れ
た
村
入
用
帳
か
ら
推
察
す
る
に
、
村
用
の
飛
脚
賃
銭
や
諸
勧
化

へ
の
喜
捨
だ
け
が
こ
の
村
入
用
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
一
七
二
四
年
の
村
方
騒
動
で
は
、
そ
の
時
々
に
支
払
っ
て

い
た
は
ず
の
「
割
捨
」
や
名
主
給
・
定
使
給
が
さ
ら
に
「
諸
懸
り
物
村
入
用
帳
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
二
重
徴
収
さ
れ
た
事
実
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
上
名
栗
村
で
は
、
「
諸
懸
り
物
村
入
用
割
帳
」
を
作
成
し
て
い
た
も
の
の
、
村
入
用
が
「
村
」
の
共
同
事
務
遂
行
の
た

め
の
費
用
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
こ
の
帳
簿
が
「
村
入
用
帳
」
の
前
身
で
あ
っ
た
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
全
体
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
帳
簿
の
公
開
と
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
問
題
で
あ
る
。
上
名
栗
村
村
方
文
書
の
成
立
期

で
あ
る
一
六
⊥
ハ
○
年
前
後
に
は
年
貢
割
付
状
な
ど
や
年
貢
小
割
帳
が
公
開
さ
れ
た
形
跡
が
あ
っ
た
が
、
以
後
、
割
付
状
の
裏
書
や
小
割
帳

へ
の
組
頭
の
署
名
・
捺
印
、
「
惣
百
姓
」
の
記
入
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
一
七
二
四
年
に
は
騒
動
側
が
「
惣
而
名
主
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

之
了
簡
二
而
、
諸
帳
面
等
を
も
組
頭
・
百
姓
え
も
相
見
せ
不
申
、
我
侭
成
致
シ
方
と
奉
存
候
」
と
年
貢
勘
定
不
正
の
本
質
を
看
破
し
て
お

り
、
百
姓
へ
の
公
開
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
組
頭
に
よ
る
確
認
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
百
姓
自
ら
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
担
う
請
取
手
形
は
、
年
貢
小
割
帳
で
算
出
さ
れ
た
納
合
永
と
同
帳
簿
の
押
切
印
が
あ
る
ば
か
り
で
、
明
細
が
記
入
さ
れ

て
お
ら
ず
、
も
と
よ
り
機
能
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
一
七
二
〇
年
頃
の
上
名
栗
村
で
は
、
年
貢
小
割
帳
・
諸
懸
り
物
村
入
用
割
帳
・
勘
定
差
引
帳
の
三
帳
に
よ
っ
て
勘
定
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
名
主
一
人
の
手
に
よ
っ
て
非
公
開
の
う
ち
に
勘
定
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
年
・
貢
諸
役
勘
定
の
平
等
性
、
勘

定
費
目
の
概
念
、
帳
簿
構
成
、
チ
ェ
ッ
ク
機
能
な
ど
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
、
幕
府
の
示
し
た
〈
規
範
〉
に
比
し
て
不
十
分
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
一
七
二
四
年
以
前
の
上
名
栗
村
は
、
幕
府
の
目
指
す
年
貢
村
請
制
が
十
分
に
定
着
し
て
お
ら
ず
、
支
配
の
末
端
で
あ
り
か
つ

百
姓
の
公
的
な
要
求
を
現
実
す
る
よ
う
な
近
世
的
な
「
村
」
と
し
て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
村
方
文
書

も
ま
た
、
公
的
な
文
書
群
と
し
て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
上
名
栗
村
の
生
産
活
動
と
村
方
騒
動
主
体
の
動
向

村方騒動と文書の作成・管理システム

　
こ
こ
で
は
、
一
七
二
四
（
享
保
九
）
年
の
村
方
騒
動
の
主
体
と
な
っ
た
櫃
沢
組
組
頭
浅
見
家
と
争
論
の
相
手
と
な
る
名
主
町
田
家
の
動
向

を
、
生
産
活
動
を
中
心
に
見
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
町
田
家
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
同
家
は
遅
く
と
も
一
七
世
紀
中
頃
か
ら
代
々
名
主
を
勤
め
て
お
り
、
一
六
八
七
（
貞
享
四
）
年

段
階
で
本
途
物
成
の
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
七
二
四
年
に
は
五
石
二
斗
一
弁
八
合
、
村
高
の
約
一
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
保
有
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
近
世
前
期
に
お
け
る
町
田
家
の
家
産
形
態
に
つ
い
て
は
、
一
六
八
六
（
貞
享
三
）
年
に
兵
左
衛
門
か
ら
子
の
佐
兵
衛
に

家
産
が
譲
り
渡
さ
れ
た
時
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
史
料
三

　
　
　
　
　
遺
所
書
之
覚

　
　
一
な
つ
ち
中
わ
り
間
を
境
二
立
、
是
よ
り
西
之
方
井
戸
沢
迄
、
山
之
義
ハ
大
豆
口
向
お
ね
切
、
な
つ
ち
申
わ
り
間
く
ろ
切
、
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上
ハ
曽
根
き
り
、
屋
敷
迄

一
竹
之
内
向
堀
切
大
茶
な
ひ
お
き
ハ
、
ほ
う
て
の
沢
迄
、
同
所
長
左
衛
門
作
・
清
右
衛
門
作
、
是
も

一
小
物
久
右
衛
門
作
・
七
郎
左
衛
門
作
、
山
ハ
瀧
之
本
よ
り
永
昌
寺
作
之
境
迄

一
と
ち
く
ぼ
く
へ
よ
り
上
ハ
両
平
畑
山
共
二
是
も

一
前
書
之
通
御
水
帳
を
以
反
歩
を
ひ
ろ
い
、
是
も
帳
面
二
相
認
、
両
人
江
壱
冊
ツ
・
相
渡
し
置
候
上
ハ
、

被
致
間
敷
候
、
為
其
一
類
中
立
合
謹
人
二
致
置
候
、
為
其
如
此
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
左
兵
衛

　
　
　
　
　
　
同
人
分

　
　
　
　
　
　
同
人
分

　
　
　
　
　
　
同
人
分

自
今
以
後
出
入
ヶ
間
敷
義

32

父
兵
左
衛
門
　
印

謹
人
重
郎
兵
衛
　
印

同
　
十
兵
衛
　
印

貞
享
三
年
寅
ノ
四
月
十
日

　
　
　
　
（
2
7
）

左
兵
衛
　
参

同　同　同同
　同　成
千　九木越加
太断 ?ｺ兵
郎　門　前衛
印　印　印印

さ
て
こ
の
史
料
で
は
、
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
は
相
続
分
の
範
囲
を
文
章
で
示
し
、
第
五
条
で
は
そ
れ
ら
の
内
に
あ
る
検
地
さ
れ
た
反
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歩
を
帳
面
に
認
め
て
「
両
人
」
へ
一
冊
ず
つ
渡
し
、
相
続
争
い
を
し
な
い
よ
う
に
言
い
残
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
一
冊
は
町
田
家
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

中
の
「
反
歩
書
分
覚
帳
佐
兵
衛
分
」
と
い
う
竪
帳
で
あ
り
、
内
容
は
小
名
・
耕
作
者
・
地
位
・
反
歩
、
そ
し
て
「
佐
兵
衛
分
」
な
ど
と

相
続
者
を
記
し
て
い
る
。
史
料
三
と
「
反
歩
書
分
覚
帳
」
は
、
佐
兵
衛
相
続
分
を
明
確
に
し
、
弟
と
お
も
わ
れ
る
兵
之
助
と
の
相
続
争
い

を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
だ
が
、
な
ぜ
二
形
態
の
相
続
書
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ

ち
、
兵
左
衛
門
は
検
地
さ
れ
た
反
歩
を
含
む
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
広
い
山
野
を
事
実
上
所
持
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

「
中
わ
り
間
を
境
二
」
・
「
お
ね
切
」
・
「
く
ろ
切
」
・
「
曽
根
切
」
・
「
山
ハ
」
な
ど
の
言
葉
で
し
か
言
い
表
せ
な
い
範
囲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
史
料
三
に
は
、
「
長
左
衛
門
作
」
・
「
清
右
衛
門
作
」
・
「
久
右
衛
門
作
」
な
ど
の
記
載
が
あ
り
、
彼
ら
は
耕
作
者
と
し
て
山
野
と
と
も

に
相
続
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
管
見
の
限
り
、
こ
れ
ら
の
耕
作
者
た
ち
が
何
を
作
っ
て
い
た
の
か
を
直
接
に
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら

ば
、
薪
炭
林
の
整
備
と
製
炭
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
七
二
〇
（
享
保
五
）
年
村
明
細
帳
に
は
、
次
の
記
載
が
あ

る
。　

史
料
四

　
　
一
百
姓
持
山
、
下
々
畑
・
切
畑
之
か
ふ
り
二
雑
木
柴
山
御
座
候
得
共
、
永
銭
出
不
申
候
、
村
何
ヵ
所
之
定
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
一
男
耕
作
之
間
ニ
ハ
釜
炭
・
鍛
冶
炭
焼
申
候
而
、
商
売
仕
候
、
其
外
日
用
杯
を
取
申
候

町
田
家
が
所
持
し
て
い
た
広
い
山
野
は
、
形
態
か
ら
し
て
ま
さ
に
こ
こ
で
い
う
百
姓
持
山
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
雑
木
柴
山
が
あ
る
と
さ
れ
、

ま
た
田
畑
耕
作
の
あ
い
間
に
は
、
｝
般
に
釜
炭
・
鍛
冶
炭
を
焼
き
、
商
売
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
町
田
家
は
、
遅
く
と
も
一
七
世
紀

末
葉
に
は
百
姓
持
山
を
所
持
し
、
耕
作
者
を
お
い
て
薪
炭
林
の
整
備
と
製
炭
に
従
事
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
町
田
家
と
製
炭
・
販
売
の
関
係
は
、
こ
の
ほ
か
の
史
料
か
ら
も
窺
え
る
。
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史
料
五

鈎

　
　
　
　
進
上
申
手
形
之
事

　
　
一
上
名
栗
村
両
所
御
林
御
本
丸
御
産
所
御
用
御
炭
御
急
用
二
付
、
右
御
林
護
之
儀
御
座
候
得
者
、
両
所
二
会
所
立
置
候
儀
物
入
等
数

　
　
多
在
之
候
二
付
、
各
御
手
傳
二
甚
平
次
方
よ
り
頼
入
、
御
炭
千
俵
請
取
申
筈
二
相
究
申
候
上
者
、
早
々
山
入
可
被
仰
付
候
、
右
御

　
　
　
運
上
請
取
申
上
者
、
以
来
、
甚
平
次
構
無
御
座
候
、
為
後
日
伍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捻
金
屋
甚
平
次
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梶
伊
兵
衛
　
印

　
　
　
元
禄
十
六
年
未
十
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
山
平
兵
衛
　
印

　
　
　
　
　
　
　
上
名
栗
村
手
傳
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
田
佐
兵
衛
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
治
兵
衛
印

　
　
　
　
　
　
　
下
名
栗
村
手
傳
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋
村
光
城
老

一
七
〇
三
（
元
禄
一
六
）
年
、
上
名
栗
村
の
横
倉
・
は
ね
ば
み
両
所
の
御
林
か
ら
御
用
炭
千
俵
を
焼
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、
町
田
佐
兵
衛
と

下
名
栗
村
嶋
村
光
城
は
、
こ
の
手
形
で
手
伝
い
を
命
じ
ら
れ
た
。
捻
金
屋
甚
平
次
は
、
幕
府
よ
り
炭
の
焼
き
出
し
を
請
け
負
っ
た
人
物
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
さ
ら
に
在
地
の
町
田
・
嶋
村
の
両
者
に
人
夫
た
ち
の
山
入
り
か
ら
炭
の
焼
き
出
し
ま
で
を
依
頼
し
、
御
用
炭
を
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

取
っ
て
、
江
戸
に
運
搬
し
た
の
で
あ
る
。
町
田
佐
兵
衛
は
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
炭
生
産
者
た
ち
を
組
織
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
日
常
的
な
炭
生
産
の
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
な
し
う
る
事
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
町
田
家
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を
中
心
と
す
る
上
名
栗
村
の
炭
生
産
は
、
一
七
三
二
（
享
保
一
七
）
年
に
は
、
飯
能
町
炭
問
屋
衆
中
に
対
し
て
価
格
や
流
通
方
式
な
ど
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

元
る
ま
で
注
文
を
つ
け
、
掛
け
合
う
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
る
。
こ
れ
を
示
す
文
書
の
写
し
で
は
差
出
人
が
「
上
各
栗
村
中
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
村
単
位
の
強
固
な
炭
生
産
者
組
織
の
存
在
が
窺
え
、
名
主
町
田
家
の
関
与
が
十
分
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
ろ
、
一
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
上
名
栗
村
は
、
江
戸
に
通
じ
る
飯
能
と
炭
生
産
・
販
売
で
積
極
的
に
交
流
し
、
江
戸
地
廻
り
経
済
圏

の
周
辺
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
生
産
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
町
田
家
は
、
一
七
世
紀
末
葉
か
ら
土
地
を
担
保
に
金
貸
し
を
し
て
い
た
。
現
存
し
て
い
る
流
地
証
文
や
譲
渡
証
文
だ
け
を
見
て
も
、

一
七
二
四
年
ま
で
の
間
に
約
八
〇
両
の
資
金
で
二
〇
件
に
の
ぼ
る
土
地
を
集
積
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
畑
と
と
も
に
か
ぶ
り
山

　
　
　
　
　
（
3
3
）

を
取
得
し
て
い
る
こ
と
で
、
は
じ
め
は
炭
生
産
、
後
に
は
杉
・
檜
の
人
工
造
林
に
あ
て
、
林
業
生
産
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
前

節
で
み
た
貢
租
負
担
者
の
変
更
の
増
加
が
、
ま
さ
に
町
田
家
に
代
表
さ
れ
る
炭
荷
主
た
ち
の
積
極
的
な
土
地
集
積
と
経
営
拡
大
の
な
か
で

も
た
ら
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
一
方
の
櫃
沢
組
浅
見
五
兵
衛
家
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
浅
見
五
兵
衛
は
一
六
六
〇
（
万
治
三
）
年
の
名
寄
帳
で
永
三
貫
六
〇
六
文
、

全
村
永
高
の
約
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
納
入
し
、
ま
た
一
六
八
七
（
貞
享
四
）
年
段
階
で
は
三
一
石
三
斗
七
升
三
勺
、
村
高
の
約
七
・
五
パ
ー
セ

　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

ン
ト
の
所
持
者
で
あ
り
、
村
内
最
大
の
富
農
で
あ
っ
た
。

　
同
家
は
、
一
六
八
一
（
延
宝
九
）
年
以
来
、
村
内
「
人
見
入
り
」
に
お
け
る
入
会
争
論
に
深
く
関
わ
っ
た
。
こ
の
一
件
を
通
し
て
浅
見
家

の
動
向
を
見
て
お
こ
う
。

　
史
料
六

　
　
　
　
武
州
上
名
栗
之
内
人
美
入
山
ノ
図
（
裏
書
）

　
　
一
人
見
山
論
之
事
、
桐
木
久
保
・
蔵
骨
沢
・
と
ち
の
木
入
・
久
絵
尻
谷
・
小
谷
・
大
平
・
三
牧
を
す
の
谷
・
八
竹
久
保
・
山
神
久
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保
・
笠
掛
ヶ
、
此
拾
ヶ
所
前
々
之
通
、
五
兵
衛
・
十
郎
兵
衛
・
権
左
衛
門
・
佐
右
衛
門
・
兵
右
衛
門
組
下
入
会
た
る
へ
し
、
大
谷

之
義
者
御
　
公
儀
山
二
申
付
候
条
、
依
之
絵
図
二
朱
引
加
印
判
置
候
通
、
両
曽
根
下
岩
迄
此
朱
引
印
判
之
内
御
林
立
込
候
様
二
可

相
守
、
若
御
山
江
入
馬
草
成
共
か
り
取
輩
在
之
ハ
、
急
度
訴
人
二
可
罷
出
者
也

　
　
延
宝
九
年
酉
八
月
十
九
日
　
　
　
　
　
野
口
半
大
夫
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
名
栗
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
組
頭
惣
百
姓

36

史
料
七　

取
扱
申
済
口
証
文
之
事

一
人
見
入
大
谷
出
入
之
儀
、
市
兵
衛
親
六
兵
衛
立
出
之
林
仕
二
付
当
弐
拾
ヶ
年
以
前
中
川
八
郎
左
衛
門
様
御
手
代
野
口
半
大
夫
殿
江

申
上
候
節
よ
り
論
地
二
罷
成
、
ロ
バ
今
迄
双
方
入
相
不
申
罷
有
候
所
二
、
此
度
市
兵
衛
御
帳
面
之
場
弐
ヶ
所
御
座
候
を
用
、
右
之
場

所
二
炭
釜
を
立
申
候
間
、
五
郎
左
衛
門
・
佐
右
衛
門
・
源
之
丞
・
九
右
衛
門
方
よ
り
右
之
炭
釜
破
申
二
付
、
市
兵
衛
方
よ
り
御
代

官
様
江
御
訴
訟
申
上
候
得
ハ
、
則
御
裏
判
頂
戴
仕
、
右
四
人
之
組
頭
被
御
召
出
御
穿
馨
可
被
遊
候
所
二
、
当
村
寺
社
年
寄
立
合
取

扱
申
候
様
ハ
、
右
大
谷
論
地
之
場
所
二
少
立
居
申
候
上
木
之
儀
、
市
兵
衛
方
江
半
分
、
相
手
四
人
之
組
下
之
村
井
二
人
見
．
柏
木

蔵
両
村
者
人
見
入
出
口
之
村
之
儀
二
茂
御
座
候
間
右
之
村
惣
百
姓
江
半
分
伐
取
申
、
市
兵
衛
御
帳
面
之
畑
ハ
市
兵
衛
手
作
仕
可
申

候
、
若
山
畑
之
儀
二
御
座
候
而
作
荒
シ
申
候
ハ
・
、
右
之
場
所
程
切
替
作
可
申
候
、
其
外
ハ
人
見
入
之
谷
並
之
通
り
右
之
村
中

　
（
惣
百
姓
）
入
相
、
馬
草
薪
等
先
々
之
通
り
取
可
申
定
に
て
、
双
方
和
談
申
所
実
正
二
御
座
候
、
向
後
此
山
二
付
出
入
仕
間
敷
候
、

為
後
日
双
方
相
手
共
二
印
形
申
所
、
傍
而
如
件
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人
見
訴
訟
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
　
兵
　
衛
　
印

　
　
　
元
禄
十
三
年
辰
ノ
十
一
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
郎
左
衛
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
を
略
す
）

史
料
六
に
現
れ
る
一
六
八
＝
延
宝
九
）
年
の
山
論
は
、
一
七
〇
〇
（
元
禄
＝
二
）
年
に
再
論
し
た
と
き
の
済
口
証
文
（
史
料
七
）
に
よ
る
と
、

人
見
組
市
兵
衛
の
親
六
兵
衛
が
、
前
々
よ
り
五
組
入
会
で
あ
っ
た
人
見
入
り
の
中
に
検
地
さ
れ
た
畝
歩
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
入
会
へ
林
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
や
つ

立
て
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
。
と
こ
ろ
が
史
料
六
の
裁
許
で
は
、
六
兵
衛
の
畝
歩
が
あ
る
大
谷
と
い
う
区
域
が
「
御
公
儀
山
」

つ
ま
り
御
立
山
に
指
定
さ
れ
た
た
め
に
、
大
谷
以
外
の
入
会
地
を
前
々
の
通
り
浅
見
五
兵
衛
ら
五
人
の
組
下
の
入
会
と
す
る
こ
と
が
確
認

　
　
（
3
7
）

さ
れ
た
も
の
の
、
立
て
出
し
の
件
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
一
七
〇
〇
年
、
市
兵
衛
は
や
は
り
同
様
に
「
上
木
」
を
立
て

出
し
畝
歩
に
炭
釜
を
作
っ
た
た
め
、
五
兵
衛
の
子
五
郎
左
衛
門
ら
五
組
の
も
の
た
ち
が
炭
釜
を
壊
し
、
争
論
に
及
ん
で
い
る
。
史
料
七
の

済
口
証
文
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
市
兵
衛
の
主
張
は
認
め
ら
れ
ず
、
「
上
木
」
の
配
分
と
切
替
地
を
伴
う
所
持
畝
歩
の
手
作
り
、
お
よ
び

五
郎
左
衛
門
の
組
な
ど
五
組
惣
百
姓
の
入
会
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
五
組
の
う
ち
五
郎
左
衛
門
の
組
な
ど
少
な
く
と
も
三
組
は
、
一
六
八
七
（
貞
享
四
）
年
の
年
貢
小
割
帳
の
別
帳
「
石

　
（
3
8
）

寄
帳
」
（
五
郎
左
衛
門
作
成
）
に
大
豆
の
「
定
石
」
割
付
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
小
割
帳
記
載
分
が
す
べ
て
金
納
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
大

豆
の
現
物
納
を
す
る
者
た
ち
は
特
別
な
位
置
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
市
兵
衛
が
立
て
出
し
た
上
木
は
薪
炭
林
で
あ
り
、
そ
れ

を
原
料
と
し
て
製
炭
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
争
論
は
入
会
地
を
も
侵
食
し
て
炭
生
産
活
動
を
お
こ
な
う
者
と
、
大
豆
な
ど
の
畑
作
維

　
　
　
　
　
ま
ぐ
さ

持
の
た
め
の
秣
を
確
保
す
る
た
め
に
入
会
地
利
用
の
原
則
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
者
た
ち
と
の
衝
突
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
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さ
て
、
こ
の
入
会
争
論
は
、
上
名
栗
村
に
お
け
る
土
地
利
用
秩
序
や
百
姓
の
土
地
所
持
意
識
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
、
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
。
「
人
見
入
り
」
は
、
前
々
か
ら
五
組
の
入
会
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
中
に
一
六
六
八
年
の
検
地
で
名
畑
と
な
る
下
々

畑
・
切
畑
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
争
論
以
前
は
入
会
利
用
が
慣
習
的
で
不
安
定
な
段
階
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
の
入
会
争
論
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
入
会
地
の
範
囲
と
利
用
権
が
明
確
に
な
り
、
同
時
に
下
々
畑
・
切
畑
を
所
持
し
、
薪
炭

林
の
立
て
出
し
を
企
図
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
名
畑
の
切
替
地
を
許
容
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
原
則
を
は
じ
め
て
提
示
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
浅
見
家
の
五
兵
衛
・
五
郎
左
衛
門
が
係
争
し
て
、
入
会
地
を
め
ぐ
る
土
地
利
用
秩
序
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
、

そ
れ
故
に
炭
生
産
・
販
売
の
利
潤
獲
得
に
傾
斜
し
て
い
た
上
名
栗
村
の
百
姓
た
ち
が
、
い
や
お
う
な
し
に
下
々
畑
・
切
畑
と
か
ぶ
り
山
の

所
持
意
識
を
先
鋭
化
さ
せ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
次
の
村
方
騒
動
の
前
史
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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第
二
章

一
七
二
四
年
の
村
方
騒
動
に
よ
る
村
運
営
の
変
化
と

村
方
文
書
シ
ス
テ
ム
の
成
立

第
一
節
　
騒
動
側
の
要
求
と
行
動
、
お
よ
び
村
運
営
の
変
化

　
村
政
の
全
面
的
な
見
直
し
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
村
方
騒
動
は
、
一
七
二
四
（
享
保
九
）
年
、
二
回
に
わ
た
っ
て
争
わ
れ
た
。
本

　
　
　
　
　
（
3
9
）

争
論
の
済
口
証
文
に
よ
っ
て
騒
動
側
の
要
求
と
行
動
、
お
よ
び
争
論
の
経
過
を
見
て
お
こ
う
。

　
初
発
の
争
論
は
、
年
貢
請
取
手
形
の
形
式
な
ど
を
改
め
る
か
否
か
を
争
点
と
し
、
名
主
八
郎
右
衛
門
が
そ
の
改
変
を
進
め
よ
う
と
す
る
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源
五
右
衛
門
（
浅
見
家
）
・
傳
兵
衛
な
ど
六
人
の
組
頭
ら
を
訴
え
出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
争
論
経
過
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
騒
動

側
は
、
組
頭
方
に
も
一
枚
の
鎗
請
取
手
形
を
発
行
し
て
も
ら
う
こ
と
、
ま
た
小
物
成
や
諸
懸
り
物
等
の
代
永
な
ど
の
内
訳
を
諸
帳
簿
や
請

取
手
形
に
明
白
に
書
き
分
け
、
百
姓
が
納
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
争
論
に
た
い
し
代
官
川
原
清
兵
衛
は
、
「
前
格
無
之
候
共
、
諸
帳
面
ハ
百
姓
望
之
通
、
訳
明
白
二
仕
立
可
然
旨
」
を
名
主
八
郎
右

衛
門
に
仰
せ
渡
し
た
が
、
騒
動
側
は
前
々
の
勘
定
合
わ
せ
も
納
得
で
き
な
い
と
し
た
た
め
、
南
村
名
主
武
左
衛
門
・
南
川
村
馬
之
助
（
は

じ
め
熱
川
村
十
左
衛
門
）
を
立
会
人
と
し
て
一
七
一
八
年
か
ら
二
二
（
享
保
七
）
年
ま
で
五
ヵ
年
分
の
再
勘
定
を
命
じ
た
。
結
局
、
二
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
V

か
ら
一
ヵ
年
毎
に
二
〇
（
享
保
五
）
年
ま
で
再
勘
定
を
進
め
た
二
四
年
四
月
、
六
人
の
組
頭
ら
は
「
三
ヶ
年
分
勘
定
仕
上
ヶ
帳
面
」
を
証
拠

と
し
て
次
の
よ
う
に
名
主
の
不
正
を
訴
え
二
度
目
の
訴
訟
を
お
こ
し
た
。

　
a
寅
（
一
七
二
二
）
年
の
年
貢
小
割
帳
を
年
貢
割
付
状
の
永
高
と
引
き
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
反
別
の
過
畝
歩
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て

　
　
こ
の
帳
面
を
仕
立
て
た
の
か
吟
味
を
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
り
の
き

　
b
寅
年
は
、
畑
方
本
途
年
貢
永
・
見
取
畑
永
・
口
永
は
い
ず
れ
も
過
徴
収
で
あ
り
、
近
村
一
同
免
除
と
な
っ
た
は
ず
の
「
菰
木
代
永
」

　
　
が
割
掛
け
ら
れ
、
名
主
が
押
領
し
た
。

　
c
子
・
丑
年
両
年
は
畑
方
本
途
・
見
取
・
口
永
の
い
ず
れ
も
過
徴
収
で
あ
る
。

　
d
一
人
ず
つ
の
鎗
差
引
勘
定
で
は
、
名
主
給
・
定
使
給
・
割
捨
は
そ
の
時
々
に
渡
し
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
「
諸
懸
り
物
村
入
用
割

　
　
帳
」
に
記
載
さ
れ
、
差
引
勘
定
帳
（
「
本
途
鎗
取
帳
」
）
で
再
び
徴
収
さ
れ
た
。

　
e
見
取
・
畑
御
年
貢
の
過
徴
収
を
毎
年
続
け
て
き
た
点
は
、
公
儀
の
御
定
法
に
背
く
も
の
で
あ
る
。

　
f
以
上
の
勘
定
に
つ
い
て
は
領
主
方
か
ら
指
導
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
色
不
分
明
に
し
て
お
り
、
特
に
「
諸
掛
り
物
村
入
用

　
　
割
無
差
別
二
壱
帳
二
而
取
立
テ
申
候
段
」
は
心
得
が
た
く
、
こ
れ
ら
は
「
惣
而
名
主
壱
人
之
了
簡
二
而
、
諸
帳
面
等
を
も
組
頭
百
姓

39



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
江
も
相
見
せ
不
申
、
我
儘
成
致
シ
方
」
で
あ
る
の
で
、
「
勘
定
仕
上
ヶ
帳
」
で
吟
味
の
上
、
処
罰
を
仰
せ
付
け
て
も
ら
い
た
い
。

こ
こ
で
は
、
名
主
の
私
的
不
正
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
村
政
上
の
三
つ
の
問
題
に
注
目
し
た
い
。
第
一
は
、
流
地
の
進
行
に
よ
り
土
地
所

持
者
と
貢
租
負
担
者
の
ず
れ
が
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
a
お
よ
び
b
・
c
・
e
は
本
質
的
に
こ
の
問
題
と
深
く
連
関
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
た
め
騒
動
後
の
村
政
改
革
は
、
帳
面
改
め
と
地
押
し
勘
定
に
よ
っ
て
こ
の
ず
れ
を
修
正
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
村
入
用
と
は
村
の
共
同
事
務
遂
行
の
た
め
の
費
用
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
定
着
し
て
い
な
い
た
め
に
、

「
諸
懸
り
物
村
入
用
割
帳
」
で
徴
収
す
る
費
目
が
左
右
し
、
d
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
騒
動
側
は
訴
状

の
む
す
び
と
な
る
f
で
、
性
質
の
異
な
る
二
つ
の
入
用
を
一
帳
で
取
り
立
て
る
方
式
を
納
得
で
き
な
い
と
指
摘
し
て
お
り
、
村
入
用
概
念

を
成
熟
さ
え
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第
三
は
、
年
貢
関
係
帳
簿
が
非
公
開
に
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
初
発
の
争
論
で
は
請
取
手

形
の
形
式
を
改
め
る
こ
と
か
ら
争
い
は
じ
め
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
名
主
の
一
人
勘
定
、
諸
帳
簿
の
非
公
開
を
、
全
体
を
覆
う
問
題

と
し
て
指
摘
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
騒
動
側
は
、
ほ
ぼ
幕
府
が
示
し
た
〈
規
範
〉
の
水
準
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

騒
動
側
の
要
求
と
行
動
に
よ
っ
て
村
政
が
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
後
、
幕
府
は
先
の
二
人
の
立
会
人
と
小
石
川
水
道
町
岡
田
屋
平
右
衛
門
・
牛
込
通
寺
町
岡
田
屋
平
七
の
両
公

事
宿
に
扱
い
を
命
じ
、
内
済
の
は
こ
び
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
力
年
分
の
過
不
足
分
を
精
算
す
る
と
と
も
に
、
「
名
主
致
方
心
得
違

共
有
之
二
付
、
自
今
一
致
之
和
融
調
兼
候
間
」
と
し
て
、
騒
動
側
は
新
組
を
立
て
て
独
立
し
、
古
来
の
名
主
町
田
家
方
を
古
組
と
し
て
、

組
分
け
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
両
組
は
、
扱
人
が
代
官
よ
り
許
可
を
え
て
、
古
組
が
町
田
家
に
よ
る
世
襲
名
主
制
、
新
組
が
組
頭
に
よ
る
年
番
名
主
制
で
運
営
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
以
後
二
人
の
名
主
が
村
の
運
営
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
年
貢
納
入
は
、
旧
来
通

り
一
本
の
年
貢
割
付
状
を
受
け
、
両
組
に
高
分
け
し
た
後
、
お
の
お
の
小
割
り
し
て
徴
収
し
、
双
方
が
突
き
合
わ
せ
て
上
納
す
る
こ
と
と
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し
た
。
年
貢
割
付
過
程
だ
け
は
一
村
で
あ
る
こ
と
を
保
ち
、

で
あ
る
。

勘
定
過
程
な
ど
で
は
両
組
が
別
村
の
ご
と
く
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

第
二
節
　
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
原
則
と
地
押
し
勘
定

村方騒動と文書の作成・管理システム

　
さ
て
、
こ
の
村
方
騒
動
の
終
結
に
あ
た
っ
て
は
、
作
成
・
管
理
に
関
す
る
お
お
ま
か
な
見
取
り
図
が
つ
く
ら
れ
た
。

月
の
村
方
騒
動
済
口
証
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
取
り
決
め
て
い
る
。

IHGJ

一
七
二
四
年
閏
四

検
地
帳
・
年
貢
割
付
状
・
皆
済
目
録
の
本
紙
は
、
古
組
名
主
が
管
理
す
る
。

本
紙
を
新
組
・
古
組
双
方
が
写
し
取
り
、
両
名
主
が
割
判
を
し
て
所
持
す
る
。

た
だ
し
、
年
貢
割
付
状
と
皆
済
目
録
の
本
紙
は
、
双
方
の
惣
百
姓
が
残
ら
ず
連
判
を
し
、
両
名
主
が
封
印
を
す
る
。

諸
帳
面
は
両
組
が
同
様
に
仕
立
て
る
。

畑
方
本
途
・
小
物
成
・
口
永
の
納
永
は
、
そ
の
時
の
銭
相
場
で
鍵
付
け
し
、
帳
面
を
仕
立
て
惣
百
姓
が
連
判
す
る
。

諸
懸
り
物
は
、
命
じ
ら
れ
次
第
大
見
積
で
取
り
立
て
、
皆
済
目
録
が
下
さ
れ
た
時
に
帳
面
を
認
め
て
差
し
引
き
し
、

判
す
る
。

村
入
用
は
、
帳
面
を
仕
立
て
随
時
記
入
し
、
年
貢
勘
定
の
時
に
惣
百
姓
相
談
の
上
、
差
し
引
き
す
る
。

村
方
の
「
遣
捨
」
に
つ
い
て
は
、
随
時
惣
百
姓
相
談
の
上
、
割
り
合
う
。

百
姓
の
持
高
と
反
別
は
、
書
き
抜
い
て
百
姓
銘
々
に
渡
す
。

名
主
給
・
定
使
給
は
、
両
組
が
惣
百
姓
相
談
の
上
、
相
対
で
支
給
す
る
。

惣
百
姓
が
連
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（
4
2
）

　
K
　
宗
旨
人
別
・
五
人
組
・
村
入
用
な
ど
の
諸
帳
面
は
、
両
組
が
別
々
に
仕
立
て
、
代
官
所
に
提
出
す
る
。

こ
れ
ら
の
原
則
で
は
、
諸
懸
り
物
と
村
入
用
を
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
年
貢
勘
定
の
鍵
付
け
帳
E
を
基
本
と
し
、

E
の
勘
定
時
に
別
途
勘
定
す
る
G
、
E
の
皆
済
後
に
精
算
す
る
べ
き
F
、
随
時
相
対
で
勘
定
す
る
H
・
J
の
よ
う
に
序
列
づ
け
ら
れ
て
諸

入
用
の
概
念
が
明
確
に
さ
れ
、
ほ
ぼ
年
間
の
勘
定
の
サ
イ
ク
ル
（
帳
簿
の
サ
イ
ク
ル
で
も
あ
る
）
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
ー

は
、
百
姓
に
反
別
と
所
持
高
を
告
知
し
、
百
姓
自
ら
の
確
認
に
よ
っ
て
土
地
所
持
者
と
貢
租
負
担
者
の
ず
れ
を
解
消
す
る
こ
と
を
企
図
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
両
組
は
、
こ
れ
ら
を
実
施
に
移
す
た
め
、
早
速
に
次
の
証
文
を
取
り
交
わ
し
た
。

　
史
料
八

　
　
　
　
　
取
替
シ
申
証
文
之
事

　
一
此
度
及
出
入
二
取
扱
二
而
名
主
役
弐
か
ふ
二
相
分
り
申
二
付
、
御
水
帳
写
之
儀
井
高
反
別
、
去
卯
年
名
寄
帳
面
二
而
、
新
名
主
方
江

　
　
者
當
分
双
方
立
会
組
頭
銘
々
写
取
可
申
候
、
尤
諸
帳
面
之
儀
者
、
年
久
敷
相
改
メ
不
申
不
埼
二
御
座
候
間
、
両
名
主
．
組
頭
者
不
及

　
　
申
二
惣
百
姓
立
会
相
談
相
究
、
前
々
之
儀
者
打
捨
テ
、
向
後
明
白
之
諸
証
文
取
引
、
地
押
勘
定
當
辰
十
一
月
よ
り
来
巳
四
月
迄
之
内
、

　
　
相
改
メ
高
反
別
相
究
可
申
候
、
且
又
勘
定
合
之
儀
ハ
在
所
二
而
差
引
仕
百
姓
銘
々
判
形
可
仕
候
、
為
後
証
傍
而
如
件

　
　
　
享
保
九
辰
年
閏
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
名
栗
村
名
主
八
郎
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
源
五
右
衛
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭
傳
兵
衛
晒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
を
略
す
）

す
な
わ
ち
、
名
主
・
組
頭
ら
は
、
新
名
主
方
の
検
地
帳
と
高
反
別
は
当
分
年
貢
小
割
帳
を
写
し
て
用
い
る
こ
と
、
そ
れ
以
前
の
不
確
か
な
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村
方
文
書
を
廃
棄
す
る
こ
と
、
明
白
な
諸
証
文
類
に
よ
っ
て
地
押
し
勘
定
を
す
る
こ
と
な
ど
を
取
り
決
め
た
。
こ
の
地
押
し
勘
定
は
、
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

一
七
二
五
（
享
保
一
〇
）
年
九
月
の
「
相
定
申
地
押
証
文
之
事
」
で
、
検
地
帳
の
記
載
に
関
わ
り
な
く
現
在
の
所
持
者
の
「
名
所
」
と
し

「
名
寄
帳
面
」
を
仕
立
て
て
年
貢
諸
役
を
納
入
す
る
こ
と
、
ま
た
前
々
の
勘
定
の
過
不
足
癒
精
算
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
の
ち
実
施
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

移
さ
れ
、
一
七
三
一
年
に
「
享
保
十
六
年
地
押
帳
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
両
組
は
こ
れ
ら
の
準
備
を
進
め
て
、
原
則
を
実
施
し
て
い
く
条

件
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

■

第
三
節
　
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
シ
ス
テ
ム

村方騒動と文書の作成・管理システム

　
こ
こ
で
は
先
の
原
則
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
、
村
方
文
書
の
作
成
．
管
理
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
た
の
か
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
A
・
B
・
C
に
つ
い
て
で
あ
る
。
町
田
家
文
書
は
、
管
見
の
限
り
村
方
文
書
と
古
組
文
書
の
判
別
が
付
か
な
い
状
態
で
伝
来
し

て
い
る
が
、
検
地
帳
・
割
付
状
・
皆
済
目
録
は
い
ず
れ
も
本
紙
と
写
し
が
現
存
し
て
い
る
。
割
付
状
・
皆
済
目
録
の
場
合
、
本
紙
に
は
何

年
の
本
紙
と
記
し
た
付
箋
が
つ
け
ら
れ
て
ほ
ぼ
一
括
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
惣
百
姓
連
判
と
名
主
封
印
の
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

の
写
し
は
数
種
あ
る
が
、
村
高
の
部
分
に
両
名
主
の
割
印
の
認
め
ら
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
A
と
B
の
大
原
則
は
遵
守
さ
れ

た
が
、
C
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
さ
て
、
新
組
文
書
は
現
在
の
と
こ
ろ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
D
は
検
証
し
え
な
い
が
、
E
以
下
に
つ
い
て
古
組
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

一
七
二
〇
年
代
後
半
に
は
、
ほ
ぼ
図
一
の
よ
う
に
諸
帳
簿
が
作
成
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
ま
ず
、
夏
成
の
六
月
の
段
階
で
、
「
御
年
貢
三
度
二
取
立
大
積
り
拍
帳
」
を
作
成
し
、
各
組
毎
に
前
年
の
年
貢
・
諸
役
・
村
入
用
の
三

分
の
一
を
徴
収
し
、
秋
成
と
冬
取
立
で
も
同
様
に
徴
収
し
て
、
そ
の
た
び
毎
に
上
納
し
た
。
一
二
月
に
は
、
年
貢
割
付
状
を
受
け
て
年
貢
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e－’一一一

←”一一一

六
月

年
始
よ
り

三
度
取
立
大
積
り
拍
帳
　
　
浮
役
永
取
立
帳
　
　
村
入
用
帳

　
　
　
度
々
納

ヨ
ロ
ロ
ぼ
し
　
　
　
ら
コ
コ
ロ
ロ
コ
コ
コ
コ
コ
ロ
　
　

；
…
翁
慕
鍵
M
『
『
｝
…

代官所

突
合
帳

新組

そ
の
つ
ど
納
入

古組

（古組に同じカ）

十
二
月

　
年
貢
小
割
帳

勘
定
鍮
請
取
帳

　
　
三
月

皆
劉
輿
皆
済
突
A
目
録

押切判

一
二
月

割り合う

百姓

年
貢
小
手
形

押切判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
懸
り
物
勘
定
割
合
鍮
請
取
帳

　
　
　
〈
皆
済
目
録
〉

に
よ
る
諸
御
用
の
費
用
と
、
諸
勧
化
へ
の
喜
捨
で
あ
り
、

な
お
、
先
の
原
則
G
で
は
、

第
一
章
第
一
節
で
見
た
幕
府
の
法
令
に
準
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
三
月
に
は
諸
懸
り
物
を
含
め
「
皆
済
突
合
目
録
」
を
作
成
し
て
、

た
。
皆
済
目
録
が
下
さ
れ
た
後
に
は
、

拝
見
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

れ
次
第
に
大
見
積
り
で
徴
収
し
納
入
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、

図一　村方騒動後の年貢関係文書作成システム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
V

小
割
帳
（
実
際
の
帳
簿
名
は
「
年
貢
割
付
勘
定
名
寄
帳
」
）

が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
帳
簿
は
、
帳
末
に
前
年
の
同
帳
簿

を
も
と
に
本
途
・
小
物
成
を
両
組
に
仕
分
し
た
「
突
合

帳
」
を
合
綴
し
た
も
の
で
、
仕
分
け
し
た
永
高
に
口
永
な

ど
を
含
め
て
古
組
百
姓
に
小
割
り
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

後
た
だ
ち
に
、
こ
れ
を
鍮
銭
に
両
替
し
た
「
勘
定
鍵
請
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

帳
」
を
作
成
し
、
惣
百
姓
連
判
が
お
こ
な
わ
れ
た
（
原
則

E
）
。

　
ま
た
、
一
二
月
に
は
「
村
入
目
遣
捨
鍵
割
帳
」
（
原
則

G
）
で
村
入
用
割
を
お
こ
な
い
、
惣
百
姓
の
連
判
が
と
ら

　
（
5
0
）

れ
た
。
村
入
用
の
費
目
は
、
年
貢
納
入
費
用
や
代
官
の
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
段
階
で
本
来
の
村
入
用
の
概
念
が
導
入
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

惣
百
姓
連
判
を
と
る
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
帳
で
は
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
組
と
年
貢
・
諸
役
の
確
認
を
お
こ
な
っ
た
上
、
皆
済
金
を
納
入
し

「
諸
懸
り
物
勘
定
割
合
鍮
請
取
帳
」
（
原
則
F
）
を
作
成
し
て
、
割
付
状
・
皆
済
目
録
を
惣
百
姓
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
諸
懸
り
物
な
ど
の
過
不
足
を
精
算
し
、
連
判
を
お
こ
な
っ
た
。
な
お
、
諸
懸
り
物
は
、
命
じ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
は
「
浮
役
永
取
立
帳
」
と
題
さ
れ
る
帳
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
た
と
推
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村方騒動と文書の作成・管理システム

　
　
　
（
5
3
）

定
さ
れ
る
。

　
百
姓
の
皆
済
を
証
明
す
る
年
貢
小
手
形
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
名
主
の
手
元
に
残
さ
れ
た
数
点
の
史
料
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
作

成
・
発
行
さ
れ
た
。
ま
ず
、
一
二
月
に
年
貢
小
割
帳
を
作
成
し
た
後
、
あ
ら
か
じ
め
各
百
姓
の
年
貢
永
高
を
記
入
し
た
年
貢
小
手
形
を
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

成
し
、
上
小
口
の
間
に
は
さ
ん
で
保
管
し
た
。
三
月
に
「
諸
懸
り
物
勘
定
割
合
鍵
請
取
帳
」
を
作
成
し
た
の
ち
に
は
こ
の
高
割
額
を
追
加

記
入
し
、
皆
済
勘
定
の
際
、
百
姓
が
こ
の
両
帳
に
押
印
す
る
と
と
も
に
、
両
帳
の
当
該
部
分
と
、
年
貢
小
手
形
上
端
で
古
組
名
主
印
に
よ

る
二
つ
の
押
切
判
形
を
し
、
各
百
姓
へ
渡
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
勘
定
・
納
入
な
ど
を
完
了
し
た
後
、
各
組
か
ら
宗
門
人
別
五
人
組
改
め
帳
を
提
出
さ
せ
て
、
古
組
の
宗
門
人
別
五

人
組
帳
を
作
成
し
、
代
官
へ
提
出
し
た
。
上
名
栗
村
の
場
合
、
旦
那
寺
と
家
族
構
成
を
確
認
し
た
宗
門
人
別
改
め
の
末
尾
で
、
五
人
組
の

構
成
員
名
を
確
認
す
る
帳
簿
形
式
が
と
ら
れ
、
一
七
七
〇
年
代
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
、
次
の
点
に
注
目
し
た
い
。
第
一
に
、
新
・
古
両
組
の
分
離
に
よ
る
村
内
組
織
の
変
化
に
対
応
し
て
、
村
方

文
書
が
二
段
階
に
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
検
地
帳
・
年
貢
割
付
状
・
皆
済
目
録
な
ど
の
本
紙
は
上
名
栗

村
全
体
に
か
か
わ
る
「
村
」
文
書
で
あ
り
、
そ
の
写
し
や
勘
定
過
程
の
諸
帳
簿
な
ど
は
「
組
」
文
書
と
し
て
下
位
に
位
置
す
る
階
層
構
造

を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
支
え
た
の
が
、
本
紙
を
古
組
名
主
が
管
理
す
る
と
い
う
原
則
A
と
、
両
組
が
写
し

た
文
書
に
そ
れ
ぞ
れ
両
名
主
の
割
印
を
押
し
て
「
組
」
文
書
と
す
る
原
則
B
で
あ
る
。
こ
の
原
則
B
は
、
「
皆
済
突
合
目
録
拍
」
な
ど
に

　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

も
適
用
さ
れ
て
お
り
、
組
内
の
勘
定
帳
簿
な
ど
以
外
は
、
こ
の
方
式
で
「
組
」
文
書
が
作
成
・
管
理
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

上
名
栗
村
の
村
方
文
書
は
、
騒
動
以
前
と
以
後
で
大
き
な
断
絶
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
騒
動
以
前
の
不
確
か
な
諸
帳
簿
を
廃

棄
し
た
こ
と
、
新
た
に
反
別
や
貢
租
負
担
者
を
確
定
す
る
帳
面
改
め
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
第
二
に
、
村
方
騒
動
以
前
の
年
貢
勘
定
の
諸
問
題
が
、
「
組
」
文
書
の
う
ち
勘
定
過
程
文
書
の
作
成
シ
ス
テ
ム
で
解
決
さ
れ
た
こ
と
で
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あ
る
。
騒
動
以
前
、
年
貢
・
諸
役
勘
定
は
本
途
小
物
成
と
諸
懸
り
物
村
入
用
の
二
本
立
て
で
あ
っ
た
が
、
村
入
用
が
独
立
し
て
三
本
立
て

に
な
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
三
系
統
の
帳
簿
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
こ
れ
ら
三
帳
を
確
認
し
、
本
途
・
小
物

成
と
諸
懸
り
物
を
書
き
分
け
た
年
貢
小
手
形
を
と
る
方
式
で
あ
り
、
騒
動
以
前
に
比
し
て
明
白
な
勘
定
方
式
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
に
上
名
栗
村
で
は
、
具
体
的
な
文
書
作
成
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
惣
百
姓
が
村
政
の
う
ち
勘
定
過
程
へ
着
実
に
参
加
し
て
い
く
こ
と

と
な
り
、
同
時
に
幕
府
が
示
し
た
〈
規
範
〉
の
水
準
を
は
じ
め
て
実
現
し
え
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
村
方
文
書
の
成
立
の
仕
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
七
一
八
（
享
保
三
）
年
六
月
、
幕
府
代
官
堀
内
六
郎
兵
衛
は
、

支
配
所
で
あ
る
秩
父
郡
下
吉
田
村
の
百
姓
よ
り
「
租
税
皆
済
の
印
書
を
と
る
べ
き
む
ね
達
せ
ら
る
る
の
と
こ
ろ
、
等
閑
に
捨
を
き
し
を
」

訴
え
出
ら
れ
て
閉
門
を
命
じ
ら
れ
、
ま
た
同
村
の
名
主
武
右
衛
門
と
組
頭
一
二
人
も
「
六
郎
兵
衛
申
付
候
御
年
貢
割
付
・
諸
役
懸
り
物
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

皆
済
勘
定
判
形
証
文
之
儀
、
銘
々
可
相
渡
之
処
無
其
儀
、
吟
味
も
不
遂
差
置
、
不
念
の
至
」
と
し
て
役
儀
取
り
上
げ
と
な
っ
た
例
が
あ
る
。

幕
府
は
近
世
初
頭
よ
り
た
び
重
ね
て
〈
村
方
文
書
の
規
範
〉
を
提
示
し
て
き
た
が
、
上
名
栗
村
や
こ
の
事
例
の
よ
う
に
必
ず
し
も
貫
徹
さ

れ
な
か
っ
た
。
〈
規
範
〉
の
遵
守
、
そ
し
て
近
世
的
な
村
方
文
書
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
本
章
で
見
た
よ
う
に
、
百
姓
が
参
政
す
る

「
村
」
の
成
立
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
「
村
」
が
公
的
に
成
熟
を
遂
げ
る
契
機
は
、
近
世
の
村
社
会
に
お

い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
想
定
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
上
名
栗
村
の
場
合
は
村
方
騒
動
型
の
事
例
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
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テ
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第
一
節
　
一
八
〇
三
年
と
一
八
＝
二
年
の
帳
面
改
め

村方騒動と文書の作成・管理システム

　
一
七
二
〇
年
代
後
半
に
成
立
し
た
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
一
九
世
紀
初
頭
、
古
組
名
主
栄
次
郎
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な

わ
れ
た
帳
面
改
め
を
契
機
と
し
て
、
合
理
化
と
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
帳
面
改
め
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き

た
い
。

　
一
八
〇
三
（
享
和
）
年
三
月
、
古
組
の
名
主
・
惣
百
姓
は
帳
面
改
め
を
す
る
に
あ
た
っ
て
次
の
取
り
決
め
を
し
て
い
る
。

　
史
料
九

　
　
　
　
　
一
札
之
事

　
一
當
村
之
義
者
、
享
保
十
六
亥
年
帳
面
改
有
之
候
以
後
、
諸
帳
面
改
等
無
之
、
殊
二
荒
地
御
取
下
場
之
義
免
増
し
追
々
是
迄
被
　
仰
付
、

　
　
永
引
之
場
所
迄
も
不
残
反
取
付
二
先
達
而
被
仰
付
、
年
貢
上
納
仕
候
上
者
今
般
御
水
帳
を
以
名
所
押
、
帳
面
改
被
成
被
下
候
様
、
小

　
　
前
江
御
申
聞
、
右
二
付
左
之
通
り
御
取
極
之
趣
、
逸
々
承
知
致
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
｝
歳
来
帳
面
改
も
無
之
殊
二
年
々
流
質
地
等
有
之
、
高
反
別
抜
差
多
分
在
之
候
上
者
、
萬
一
畝
歩
違
・
ヶ
所
違
等
有
之
候
共
、
村
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
中
差
図
次
第
、
地
面
有
形
を
以
高
反
別
、
猶
又
振
合
可
有
之
旨
、
承
知
納
得
致
候
事
　
（
以
下
の
条
を
略
す
）

第
二
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
当
該
期
に
は
、
流
地
に
よ
る
高
反
別
の
抜
き
差
し
に
よ
っ
て
貢
租
負
担
者
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
た
。
一
七

三
一
（
享
保
一
六
）
年
以
来
の
帳
面
改
め
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
、
荒
地
・
取
下
場
の
免
増
し
と
永
引
の
場
所
に
反
取
り
が
命
じ

ら
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
検
地
帳
を
も
と
に
現
在
の
土
地
所
持
者
を
確
定
す
る
と
と
も
に
、

百
姓
の
高
反
別
を
そ
の
通
り
に
調
整
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
し
て
、
帳
面
改
め
の
対
象
が
、
村
方
文
書
な
い
し
村
方
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帳
簿
全
般
で
は
な
く
、
土
地
・
年
貢
関
係
帳
簿
を
中
心
に
し
た
諸
帳
簿
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
帳
簿
の
管
理
状
態
を
改
め
る
の
で
は
な

く
、
土
地
所
持
者
・
貢
租
負
担
者
を
帳
面
上
で
確
認
な
い
し
訂
正
し
て
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
実
際
に
は

地
押
し
勘
定
の
作
業
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
帳
面
改
め
の
作
業
は
一
八
〇
四
年
に
か
け
て
古
組
村
役
人
・
百
姓
、
お
よ
び
南
村
村
役
人
な
ど
延
べ
五
三
〇
人
が
出
合
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

金
三
九
両
余
の
費
用
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
ず
検
地
帳
の
写
し
を
作
成
し
、
流
地
の
届
を
綴
に
し
た
「
（
畑
譲
渡
証
覚
帳
）
」
な
ど
に
依
拠

し
て
地
押
し
・
名
所
押
し
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果
を
付
け
札
や
朱
書
で
検
地
帳
の
写
し
に
記
入
し
た
。
こ
の
際
、
検
地
帳
の
一
筆
毎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
番
附
」
を
し
て
一
筆
毎
の
鑑
札
を
作
り
、
新
た
に
確
定
し
た
所
持
者
に
渡
さ
れ
た
。
こ
の
鑑
札
の
制
度
は
、
作
業
の
効
率
化
を
は
か
る

だ
け
で
な
く
、
以
後
の
土
地
所
持
者
と
貢
租
負
担
者
の
ず
れ
を
未
然
に
防
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
村
政
上
の
知
的
技
術
と
し
て
十
分
に
注

目
さ
れ
て
よ
い
。
ま
た
、
所
持
者
確
認
の
作
業
は
、
取
下
げ
場
や
屋
敷
成
り
に
い
た
る
ま
で
対
象
と
さ
れ
、
以
前
の
帳
簿
を
写
し
て
確
認

と
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
、
さ
ら
に
新
組
・
古
組
間
の
土
地
所
持
者
の
変
更
を
編
年
で
記
録
し
た
「
両
組
反
別
出
入
調
帳
」
も
作
成
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
っ
て
、
土
地
所
持
者
、
反
別
、
両
組
高
な
ど
が
確
定
さ
れ
、
基
礎
帳
簿
が
大
幅
に
訂
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
一
八
一
三
（
文
化
一
〇
）
年
の
新
組
帳
面
改
め
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
新
組
で
は
、
「
諸
帳
面
・
高
反
別
、
去
ル
享
保
年
中
已

後
取
調
無
之
、
数
年
来
後
年
貢
勘
定
及
出
入
」
状
況
に
あ
り
、
一
八
〇
八
年
の
勘
定
奉
行
水
野
若
狭
守
裁
許
の
際
、
「
向
後
者
諸
帳
面
取

調
可
相
用
旨
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
た
。
新
組
は
「
古
組
御
立
入
無
御
座
候
而
ハ
、
帳
面
取
調
出
来
不
申
候
間
」
と
し
て
、
一
八
＝
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

年
九
月
、
古
組
名
主
栄
次
郎
に
金
五
〇
両
で
帳
面
改
め
を
委
託
し
て
い
る
。

　
史
料
一
〇

　
　
　
　
　
帳
面
改
請
負
書
付
之
事

　
一
御
水
帳
写
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一
名
寄
鑑

一
名
寄
帳

右
之
通
當
酉
九
月
よ
り
来
ル
戌
十
一
月
中
迄
之
内
、
諸
帳
面
急
度
取
調
差
出
し
可
申
筈
請
負
申
候
塵
相
違
無
御
座
候
、
尤
為
諸
入
用
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

五
拾
両
被
差
出
候
筈
、
然
上
ハ
右
金
二
而
相
賄
、
縦
令
入
用
二
過
不
足
共
重
而
彼
是
不
申
筈
相
極
メ
、
當
金
何
両
請
取
取
調
相
懸
り
申

候
へ
共
、
対
談
之
通
り
中
勘
定
之
節
残
金
相
済
不
申
候
得
ハ
取
調
相
休
申
候
、
為
後
証
請
書
差
出
申
庭
、
傍
而
如
件

　
　
文
化
十
酉
年
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
名
栗
村
古
組

村方騒動と文書の作成・管理システム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
主
　
栄
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
会
人
　
重
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村
新
組
　
御
役
人
中

こ
の
請
負
証
文
以
前
、
新
組
で
は
史
料
九
の
第
二
条
以
下
と
同
内
容
の
地
押
証
文
を
取
り
交
わ
し
て
お
り
、
こ
の
帳
面
改
め
も
ま
た
地
押

し
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
古
組
名
主
栄
次
郎
が
請
け
負
っ
た
の
は
、
】
八
一
四
年
一
一
月
を
期
限
と
し
て
、
地
押
し
・
名

所
押
し
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果
を
記
入
し
た
検
地
帳
の
写
し
、
百
姓
一
人
毎
に
畑
・
屋
敷
を
一
筆
つ
つ
記
し
た
「
名
寄
鑑
」
、
年
貢
小

割
帳
台
帳
（
「
名
寄
帳
」
）
の
三
帳
簿
を
作
成
し
て
新
組
方
へ
引
き
渡
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
栄
次
郎
ら
は
、
「
番
附
」
と
鑑
札
の
制
度
を
導
入

し
な
が
ら
、
以
前
の
帳
面
を
写
し
て
確
認
．
訂
正
を
お
こ
な
う
古
組
帳
面
改
め
と
同
じ
方
法
で
作
業
を
進
め
、
一
八
一
四
年
に
は
三
帳
の

ほ
か
、
一
筆
毎
の
鑑
札
を
小
前
百
姓
に
渡
し
た
「
鑑
札
小
軸
器
匙
」
を
仕
上
げ
る
に
い
た
っ
て
い
る
・

　
と
こ
ろ
で
こ
の
二
回
の
帳
面
改
め
を
通
し
て
、
古
組
名
主
栄
治
郎
ら
は
古
組
文
書
だ
け
で
な
く
、
「
村
」
文
書
・
新
組
文
書
を
取
り
出

し
て
縦
横
に
操
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
者
の
帳
面
改
め
で
は
約
一
〇
〇
タ
イ
ト
ル
に
お
よ
ぷ
帳
簿
を
採
録
し
た
「
上
名
栗
村
前
々
書

物
改
目
録
」
、
後
者
の
帳
面
改
め
の
後
に
は
「
夜
着
店
帳
面
取
調
帳
」
（
不
用
文
書
目
録
〉
を
作
成
し
て
お
り
、
帳
面
改
め
を
機
に
村
方
文
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書
の
整
理
を
進
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
帳
面
改
め
は
、
村
方
文
書
の
あ
り
方
か
ら
見
る
限
り
、

ぷ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
土
地
所
持
と
年
貢
勘
定
を
め
ぐ
る
緊
張
の
高
ま
り
の
中
で
、
こ
の
知
的
革
新
は
、

ず
、
次
節
で
み
る
年
貢
関
係
文
書
シ
ス
テ
ム
の
合
理
化
や
、
第
三
節
で
み
る
村
方
文
書
管
理
の
部
門
に
及
ん
だ
。

村
政
の
知
的
革
新
と
呼

帳
面
改
め
に
と
ど
ま
ら

50

第
二
節
　
古
組
に
お
け
る
年
貢
関
係
文
書
シ
ス
テ
ム
の
改
変

　
村
方
騒
動
後
の
年
貢
勘
定
方
式
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
だ
ろ
う
か
。
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
上
名
栗
村
で

は
、
諸
懸
り
物
が
ほ
ぼ
安
定
し
た
た
め
帳
簿
が
作
成
さ
れ
な
く
な
り
、
小
物
成
や
定
免
の
年
貢
と
と
も
に
徴
収
す
る
方
式
に
な
っ
て
い
た
。

ま
た
・
前
年
度
の
年
貢
諸
役
と
村
入
用
の
合
計
額
を
「
夏
秋
両
叢
立
．
腱
」
と
三
度
差
引
帳
（
冬
取
立
．
腱
）
L
で
徴
収
し
、
当
該
年
度
の

割
付
状
を
受
け
て
か
ら
各
帳
簿
で
勘
定
・
精
算
す
る
方
式
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
方
式
は
、
三
度
に
分
け
て
取
り
立

て
ら
れ
た
金
額
が
年
貢
小
割
帳
・
村
入
用
帳
な
ど
に
ど
の
よ
う
に
充
当
さ
れ
る
の
か
と
い
う
勘
定
の
最
終
段
階
が
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
ず
、

曖
昧
さ
を
残
す
方
式
で
あ
っ
た
と
言
え
、
こ
の
点
は
村
方
騒
動
後
か
ら
変
化
し
て
い
な
い
。
古
組
で
帳
面
改
め
を
お
こ
な
っ
た
一
八
〇
三

（
享
和
三
）
年
、
名
主
栄
次
郎
は
こ
の
よ
う
な
年
貢
関
係
文
書
シ
ス
テ
ム
の
改
変
に
着
手
し
て
い
る
。

そ
の
篁
は
・
夏
秋
両
度
取
立
帳
の
充
実
を
は
か
り
・
「
大
積
三
季
小
前
取
誌
」
を
作
成
し
た
点
で
あ
る
。
・
の
帳
簿
で
は
、
定
免

年
貢
・
諸
役
を
三
季
に
割
賦
し
、
当
該
年
度
の
村
入
用
を
六
月
、
八
月
、
一
二
月
の
段
階
で
こ
れ
に
組
み
入
れ
て
い
る
。
ま
た
一
二
月
に

お
こ
な
わ
れ
る
三
度
目
の
徴
収
で
は
、
包
歩
銀
を
含
む
石
代
永
や
国
役
な
ど
も
割
り
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
三
度
の
見
積
も
り
徴

収
は
、
当
該
年
度
に
必
要
な
金
額
に
よ
り
近
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
年
貢
皆
済
目
録
を
受
け
取
っ
た
後
に
「
年
貢
・
諸
役
井
村
入
目
皆
済
帳
」
（
以
後
「
皆
済
帳
」
と
す
る
）
を
作
成
し
、
勘
定
の



村方騒動と文書の作成・管理システム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

最
終
段
階
を
帳
簿
付
け
す
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
人
の
百
姓
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
年
貢
・
諸
役
の
納
合
水
、
鍵
に
両
替
し
た

額
、
同
年
の
御
張
紙
値
段
で
代
銭
に
し
た
石
代
・
国
役
、
夫
喰
代
返
納
、
村
入
用
、
お
よ
び
合
計
額
を
列
記
し
、
「
三
季
取
立
」
分
を
明

記
し
た
上
で
差
し
引
き
し
、
皆
済
金
ま
た
は
割
り
返
し
金
を
算
出
し
た
。
ま
た
、
惣
百
姓
は
年
貢
割
付
状
・
皆
済
目
録
を
拝
見
し
た
上
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
一
帳
で
す
べ
て
の
勘
定
を
確
認
し
て
名
下
に
押
印
し
、
同
時
に
村
役

　
度
々
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夏
秋
取
立
帳

　
　
記
載
上

所官代

一
月

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

冒
年
貢
割
付
状
冒

r
『
］
…
－
－
』

両
組
仕
分
帳
（
仕
分
け
）

新組

古組

（古組に同じカ）

年
貢
小
割
帳

皆
済

三
度
差
引
帳

古
組
は
通
帳
一
冊

　
　
　
　
　
両
組
仕
分
帳
（
突
き
合
せ
）

新
組
は
小
手
形
三
枚年

貢
割
付
状

・
同
圓
ほ
判
圓

←

図二　1809（文化6）年以降の年貢関係文書作成システム

人
に
よ
っ
て
「
皆
済
」
印
が
押
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
よ
り

当
該
年
度
に
近
い
三
度
徴
収
と
「
皆
済
帳
」
に
よ
る
最
終
勘
定
の
確
認
作

業
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
実
質
的
で
公
正
な
勘
定
に
な

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
一
八
〇
五
（
文
化
二
）
年
正
月
七
日
に
は
、
幕
府
代
官
榊
原
小
兵

衛
よ
り
「
去
々
亥
年
割
付
・
皆
済
目
録
丸
写
二
い
た
し
、
大
小
之
百
姓
不

洩
様
読
為
聞
、
拝
見
証
文
一
人
別
二
受
印
取
之
、
」
差
し
出
す
べ
き
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

が
は
じ
め
て
命
じ
ら
れ
た
。
一
八
〇
三
（
享
和
三
）
亥
年
分
は
現
存
し
て
い

な
い
が
、
少
な
く
と
も
一
八
〇
四
（
文
化
元
）
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
V

O
六
年
に
年
貢
割
付
状
拝
見
小
前
連
印
帳
・
年
貢
皆
済
目
録
拝
見
小
前
連

　
（
6
8
）

印
帳
を
作
成
し
て
お
り
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、

二
年
遅
れ
で
こ
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
年
貢
割
付
状
・
皆
済
目
録

が
年
記
通
り
に
は
発
給
さ
れ
ず
、
両
者
が
一
年
な
い
し
二
年
遅
れ
て
発
給

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
割
付
・
目
録
拝
見
の
請
印
を
取
る
作
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業
を
こ
の
帳
簿
で
お
こ
な
い
、
「
皆
済
帳
」
か
ら
別
帳
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
念
の
入
っ
た
方
式
に
な
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

「
皆
済
帳
」
を
早
期
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
名
主
栄
次
郎
ら
は
、
こ
れ
ら
の
よ
う
に
一
八
世
紀
の
勘
定
シ
ス
テ
ム
を
改
変
し
て
い
っ
た
が
、
一
八
〇
九
（
文
化
六
）
年
、
さ
ら
に
合
理

化
を
進
め
、
図
二
の
ご
と
き
帳
簿
シ
ス
テ
ム
を
確
立
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
年
貢
大
積
三
季
取
立
帳
」
の
見
積
も
り
方
を
そ
の
ま
ま
に

夏
・
秋
二
回
の
取
立
に
止
め
、
一
二
月
に
は
大
見
積
も
り
に
よ
る
三
度
目
の
徴
収
（
冬
取
立
）
を
せ
ず
に
、
「
三
度
差
引
帳
」
で
諸
勘
定

を
済
せ
る
と
と
も
に
、
夏
・
秋
両
度
取
立
分
を
差
し
引
い
て
皆
済
金
を
算
出
・
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
「
三
度
差
引
帳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

が
大
見
積
も
り
に
よ
る
冬
取
立
分
の
み
を
徴
収
し
記
録
す
る
帳
簿
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
以
後
の
「
三
度
差
引
帳
」
は
、
「
皆
済

帳
」
で
お
こ
な
っ
て
い
た
最
終
勘
定
を
、
一
行
程
早
い
段
階
で
お
こ
な
う
帳
簿
で
あ
り
、
全
く
別
内
容
の
帳
簿
に
変
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

同
時
に
「
皆
済
帳
」
は
作
成
さ
れ
な
く
な
り
、
こ
の
年
貢
関
係
帳
簿
シ
ス
テ
ム
は
幕
末
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
改
変
は
、
内
在
的
な
展
開
な
の
か
、
外
部
か
ら
の
導
入
で
あ
る
の
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
他
村
の
事

例
の
広
範
な
検
討
が
必
須
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
帳
面
改
め
か
ら
村
方
文
書
の
管
理
に

い
た
る
知
的
革
新
の
趨
勢
の
中
で
、
古
組
名
主
栄
治
郎
ら
の
合
理
化
の
熱
意
と
幕
府
代
官
に
よ
る
拝
見
連
印
帳
作
成
の
指
令
な
ど
が
重
っ

て
、
こ
の
作
成
シ
ス
テ
ム
が
練
り
上
げ
ら
れ
た
と
見
て
お
き
た
い
。
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第
三
節
　
村
方
文
書
の
管
理
に
つ
い
て

　
　
　
－
三
つ
の
文
書
群
と
現
用
・
非
現
用
文
書
1

　
第
二
章
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、
一
七
二
四
（
享
保
九
）
年
以
降
の
村
方
文
書
は
、
論
理
上
、
「
村
」
文
書
と
新
組
．
古
組
の
「
組
」
文

書
の
階
層
構
造
を
持
ち
、
三
つ
の
文
書
群
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
町
田
家
が
村
方
文
書
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
た
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表二　「上名栗村前々書物改目録」の採録文書，および管理形態

①

②

③

④

⑤

文 書 名

検地帳・延宝七年新開帳・享保八年前々見取場當卯改出帳

割付目録・高帳・名寄鑑札渡帳・新屋敷帳・荒地帳

享保十六年地押帳，前々検地帳写

同十八より享和三年迄の高抜帳

「元文年中六通，享和年中五通」，「宝暦年中御割付目録廿

五通二而十三年分済」

（以下，一っ書きで列記，類似帳簿は省略）

猪鹿荒地帳（古組）・川欠山崩小前帳など（古組）

新屋敷帳（両・古）・取下場小前帳（両組・古組）

鉄砲持主開帳など（両組）・年貢接合帳など（両組）

村明細帳（古組・両組）・反別両組調帳なと（両組）

すみや人見入り山代割渡帳（両組）

村高反米永家数人数書上帳（古組）

幕府法令写し帳面など

「前々遣村入目廿六冊s外二弐冊」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

管理状態

「〆拾七冊箱二入置」

①とともに「惣〆長

持二入置」

記載なし

記載なし

「此分不用棚二入

置候」

の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　
一
八
〇
三
（
享
和
三
）
年
に
古
組
で
帳
面
改
め
を
行
っ
た
後
、
上
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

栗
村
で
は
「
上
名
栗
村
前
々
書
物
改
目
録
」
（
以
下
、
A
帳
と
す

る
V
を
作
成
し
た
。
こ
の
帳
簿
は
、
文
書
名
、
作
成
年
月
、
作
成
者
、

連
印
．
割
印
等
の
有
無
、
管
理
状
態
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
、
約
一

〇
〇
タ
イ
ト
ル
に
の
ぼ
る
帳
簿
を
採
録
し
て
い
る
。
全
体
の
記
載
形

式
と
採
録
帳
簿
は
、
表
二
の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
箱
に
入
れ
て
保
管
し
て
い
る
①
と
、
①

と
共
に
長
持
に
い
れ
て
保
管
し
て
い
る
②
で
あ
る
。
①
は
い
う
ま
で

も
な
く
土
地
台
帳
、
②
は
上
名
栗
村
の
割
付
過
程
文
書
と
土
地
所
持

や
土
地
の
状
態
を
把
握
し
た
基
礎
帳
簿
で
あ
り
、
両
者
と
も
上
名
栗

村
全
体
に
関
わ
る
帳
簿
、
つ
ま
り
先
に
「
村
」
文
書
と
し
た
と
こ
ろ

の
帳
簿
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
A
帳
の
冒
頭
に
ま
ず
記
載
さ
れ
、
か
つ

箱
・
長
持
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
「
村
」
文
書
と
し
て
も
特
別
な
位

置
に
あ
り
、
重
要
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
③
は
土

地
所
持
に
つ
い
て
改
め
た
帳
簿
で
あ
り
、
両
組
が
年
貢
を
仕
分
け
る

際
に
必
要
な
基
礎
帳
簿
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
や
は
り
「
村
」
文

書
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
た
、
④
は
①
・
②
・
③
に
付
随
す
る
覚
え
書
き
の
可
能
性
も
あ
り
判
然
と
し
な
い
が
、
「
宝
暦
年
中
御
割
付
．
目
録
」
に
つ
い
て
は

二
五
通
で
＝
二
年
分
を
済
ま
し
た
と
記
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
処
理
を
し
て
②
に
組
み
入
れ
た
か
、
あ
る
い
は
組
み
入
れ
る
前
段
階
に
あ

っ
た
文
書
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑤
の
中
に
列
記
さ
れ
て
い
た
村
入
用
帳
は
、
組
毎
に
毎
年
作
成
す
る
決
ま
り
に
な
っ
て

い
た
の
で
、
年
々
累
積
し
た
「
組
」
文
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
A
帳
作
成
を
機
会
に
⑤
か
ら
切
り
放
さ
れ
て
、
「
不

用
棚
」
に
移
し
て
保
管
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
A
帳
の
大
半
を
占
め
る
⑤
は
、
両
組
の
土
地
・
年
貢
に
関
わ
る
帳
簿
、
「
村
」
の
共
同
管
理
に
属
す
る
入
会
地
や
鉄
砲
、
幕
府
法
令
を

写
し
た
帳
簿
等
、
「
村
」
文
書
を
中
心
と
し
て
お
り
、
古
組
の
土
地
・
戸
口
な
ど
に
関
わ
る
帳
簿
が
含
ま
れ
る
が
、
し
か
し
古
組
で
年
々

作
成
し
た
帳
簿
は
含
ま
れ
て
い
な
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
A
帳
は
、
「
村
」
文
書
の
重
要
文
書
と
「
村
」
お
よ
び
古
組
の
現
用

文
書
を
採
録
し
た
村
方
文
書
台
帳
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
次
に
、
村
入
用
帳
が
移
さ
れ
た
「
不
用
棚
」
に
つ
い
て
、
一
八
一
八
（
文
政
元
）
年
一
〇
月
に
作
成
さ
れ
た
「
夜
着
店
帳
面
取
調
控
」

（
以
下
、
B
帳
と
す
る
）
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
「
夜
着
店
」
と
は
、
現
在
で
は
知
る
者
も
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
布
団
倉
（
小
屋
）
を
指

す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
の
「
不
用
棚
」
で
保
管
さ
れ
た
帳
面
類
に
つ
い
て
、
B
帳
は
次
の
よ
う
な
形
式
で
記
録
し
て

い
る
。

史
料
一
一

　
　
一
　
文
書
名

　
　
一

　
壱
番
　
〆
壱
箇
、
但
不
用
書
物
棚
二
入
置
候

　
　
一
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（
同
様
の
記
載
が
続
く
）

　
　
九
番
　
〆
壱
箇
、
不
用
棚
二
入
置
候

　
　
　
一
　
…
…
…
…

　
　
　
　
外
二
、
記
録
外
、
人
別
下
書
井
案
書
と
も

　
　
右
帳
面
當
時
不
用
二
付
丸
キ
、
夜
着
店
ノ
上
二
積
置
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
　
　
文
政
元
寅
十
月
十
一
日

こ
の
壱
番
か
ら
九
番
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
、
年
貢
小
割
帳
・
両
度
取
立
帳
・
年
貢
差
引
帳
・
石
代
帳
・
村
入
目
帳
な
ど
の
帳
簿
を
年
次
毎
に

列
記
し
、
八
年
か
ら
一
四
・
五
年
分
を
一
括
し
て
番
号
を
付
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
毎
年
作
成
さ
れ
る
古
組
の
勘
定
帳
簿
で
あ

る
。
ま
た
、
番
外
に
あ
た
る
部
分
に
は
、
非
編
年
で
古
検
地
帳
写
や
家
数
人
数
帳
の
ほ
か
、
「
村
」
の
所
管
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る

「
百
姓
八
十
八
水
死
一
件
書
物
」
な
ど
の
一
件
文
書
を
採
録
し
、
ほ
か
に
記
録
類
、
人
別
帳
下
書
き
、
諸
文
書
の
案
書
な
ど
が
保
管
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
當
時
不
用
」
と
さ
れ
、
一
番
か
ら
九
番
ま
で
は
番
毎
に
、
そ
の
他
も
適
宜
丸
く
縛

っ
て
「
夜
着
店
」
の
不
用
棚
の
上
に
積
み
置
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
記
載
内
容
に
よ
れ
ば
、
「
夜
着
店
」
の
不
用
棚
で
は
、
一
部
の
「
村
」
文
書
を
含
む
古
組
文
書
の
非
現
用
文
書
が
保
管
さ
れ

て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
廃
棄
同
然
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
B
帳
の
表
紙
に
「
此
帳
面
狸
二
取
散
す
べ
か
ら
ず
」
と
朱

書
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
く
ま
で
「
當
時
不
用
」
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
文
書
群
は
、
先
に
A
帳

で
見
た
村
入
用
帳
の
事
例
の
よ
う
に
、
非
現
用
と
判
断
さ
れ
次
第
、
移
管
さ
れ
て
少
し
ず
つ
数
を
増
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
注

目
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
A
帳
と
B
帳
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
古
組
名
主
町
田
家
に
お
い
て
は
、
箱
や
長
持
を
用
い
て
土
地
台
帳
な
ど
の
基
礎
帳
簿
を
特
別
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に
保
管
し
た
り
、
年
次
毎
の
古
組
勘
定
帳
簿
を
「
夜
着
店
」
で
保
管
し
た
よ
う
に
、
「
村
」
文
書
と
「
組
」
文
書
の
階
層
構
造
を
一
部
で

維
持
し
な
が
ら
も
、
大
き
く
現
用
文
書
（
A
帳
）
と
非
現
用
文
書
（
B
帳
）
と
い
う
基
準
で
、
実
際
の
管
理
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
現
用
文
書
は
「
村
」
文
書
中
心
で
あ
り
、
非
現
用
文
書
が
「
組
」
文
書
中
心
で
あ
る
が
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
「
組
」
に
勘
定
過

程
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
近
世
後
期
に
お
い
て
、
町
田
家
が
管
理
し
た
村
方
文
書
の
原
秩
序
は
、
「
村
」
と

「
組
」
と
い
う
組
織
立
て
と
、
割
付
・
勘
定
過
程
が
ど
の
よ
う
に
担
わ
れ
る
か
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
つ
つ
、
現
用
・

非
現
用
と
い
う
現
実
的
で
効
率
的
な
基
軸
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
課
題
の
も
と
に
、
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
の
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
通
時
的
な

分
析
を
試
み
て
き
た
。
以
上
で
は
、
次
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
第
一
に
、
幕
府
は
一
七
世
紀
前
半
か
ら
年
貢
村
請
制
の
定
着
を
は
か
る
た
め
、
た
び
た
び
法
令
を
出
し
て
〈
年
貢
関
係
帳
簿
の
作
成
．

管
理
規
範
〉
を
示
し
て
き
た
が
、
上
名
栗
村
で
は
、
村
方
文
書
の
原
型
が
一
六
六
〇
年
代
に
生
成
し
な
が
ら
も
、
な
お
年
貢
村
請
制
の
定

着
と
公
正
な
村
方
文
書
の
シ
ス
テ
ム
の
成
立
を
み
な
か
っ
た
。

　
第
二
に
、
林
業
生
産
の
発
展
と
そ
れ
に
伴
う
土
地
所
持
意
識
の
緊
張
を
背
景
と
し
て
、
一
七
二
四
（
享
保
九
）
年
、
名
主
の
年
貢
勘
定
不

正
を
追
及
し
た
村
方
騒
動
に
よ
っ
て
新
組
・
古
組
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
惣
百
姓
の
村
政
参
加
に
道
が
開
か
れ
た
。
そ
れ
を
実
現
す
る

具
体
的
な
方
法
と
し
て
年
貢
関
係
帳
簿
を
中
心
と
す
る
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
、
勘
定
過
程
を
担
っ
た
古
組
で
は
、
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年
貢
諸
役
・
諸
懸
り
物
・
村
入
用
の
三
系
統
の
帳
簿
に
よ
る
勘
定
が
実
行
に
う
つ
さ
れ
た
。

　
第
三
に
、
一
九
世
紀
初
頭
、
幕
府
の
年
貢
増
徴
と
流
地
の
進
行
に
伴
い
、
再
び
貢
租
負
担
者
の
確
認
と
年
貢
勘
定
過
程
に
目
が
向
け
ら

れ
、
古
組
名
主
栄
次
郎
ら
は
帳
面
改
め
を
は
じ
め
と
し
て
年
貢
関
係
帳
簿
シ
ス
テ
ム
の
改
変
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
帳
面
改
め
で
は
、
貢

租
負
担
者
な
ど
を
確
認
・
訂
正
し
た
だ
け
で
な
く
、
以
後
の
土
地
所
持
者
と
貢
租
負
担
者
の
ず
れ
を
未
然
に
防
止
す
る
鑑
札
の
制
度
を
導

入
し
た
。
一
方
の
シ
ス
テ
ム
の
改
変
で
は
、
年
貢
・
諸
役
の
最
終
勘
定
が
は
じ
め
て
帳
付
け
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
行
程
の
合
理
化
を
お

こ
な
い
、
効
率
的
で
か
つ
公
正
な
三
度
徴
収
が
実
現
さ
れ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
村
方
帳
簿
の
台
帳
（
A
帳
）
．
取
調
帳
（
B
帳
）
が
作
成
さ
れ
、

現
用
と
非
現
用
を
基
軸
に
し
た
文
書
管
理
が
進
め
ら
れ
、
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
。

　
以
上
三
点
か
ら
、
上
名
栗
村
の
村
政
民
主
化
の
動
態
は
、
具
体
的
に
村
方
文
書
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
そ
し
て
改
変
し
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
定
着
が
は
か
ら
れ
、
不
可
逆
的
な
体
制
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
蛇
足
で

あ
る
が
、
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
、
幕
末
の
世
直
し
状
況
に
至
る
以
前
に
、
上
名
栗
村
が
地
道
な
成
長
を
遂
げ
て
き
た
こ
と
も
明
ら
か
に

し
え
た
と
考
え
る
。

　
最
後
に
補
足
と
展
望
を
つ
け
加
え
、
本
稿
の
責
を
お
い
た
い
。
近
世
に
お
け
る
村
方
文
書
の
枠
組
み
は
、
幕
府
の
支
配
原
理
と
す
る
年

貢
村
請
制
の
も
と
に
与
え
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
第
二
・
第
三
の
諸
点
の
よ
う
な
、
村
政
に
お
け
る
村
方
文
書
に
関
す
る
知

的
革
新
の
趨
勢
が
い
か
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
近
世
村
方
文
書
は
何
ゆ
え
積
極
的
に
作
成
．
管
理
さ
れ
た
の
か
と
い

う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
村
方
文
書
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
り
改
変
さ
れ
た
契
機
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
百
姓
た
ち
は
一

貫
し
て
、
確
か
な
貢
租
負
担
者
に
よ
る
公
正
な
年
貢
勘
定
に
も
と
ず
い
た
年
貢
納
入
、
お
よ
び
そ
の
確
認
を
要
求
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か

る
。
上
名
栗
村
の
村
方
文
書
は
、
こ
の
よ
う
な
百
姓
た
ち
の
要
求
に
よ
っ
て
成
立
し
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
百
姓
た
ち
の
年
貢
納
入
に
対
す
る
積
極
的
な
意
志
は
、
幕
藩
領
主
制
支
配
の
支
持
を
意
味
し
な
い
。
一
七
八
五
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（
天
明
五
）
年
、
上
名
栗
村
の
百
姓
た
ち
が
幕
府
代
官
前
沢
藤
十
郎
の
荒
地
・
取
り
下
場
検
分
を
拒
絶
し
た
「
天
明
騒
動
」
の
虹
糎
に
は
、
こ

れ
に
関
し
て
興
味
深
い
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
拒
絶
の
理
由
を
「
下
々
畑
・
切
畑
と
申
者
皆
々
山
林
二
而
荊
藪
生
茂
、
道

等
も
無
之
候
得
者
、
不
残
刈
取
不
申
候
而
者
御
見
分
難
被
成
」
と
し
て
お
り
、
下
々
畑
・
切
畑
を
非
合
法
に
山
林
に
か
え
、
お
そ
ら
く
は
薪

炭
林
な
ど
に
あ
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
名
栗
村
の
百
姓
た
ち
が
年
貢
納
入
に
よ
っ
て
積
極
的
に
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
耕
地
の

大
半
を
占
め
る
下
々
畑
．
切
畑
な
ど
の
所
持
権
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に
林
業
生
産
を
維
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。
先
の
問
題
を
敢
え
て
突

き
詰
め
る
な
ら
ば
、
百
姓
た
ち
は
自
ら
の
生
産
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
、
公
正
な
年
貢
勘
定
と
確
か
な
年
貢
納
入
に
鋭
敏
な
意
志
を
持

ち
、
年
貢
村
請
制
の
枠
組
み
の
中
で
、
そ
れ
を
保
証
す
る
村
方
文
書
の
作
成
・
管
理
シ
ス
テ
ム
を
練
り
上
げ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
村
方
文
書
の
成
立
を
見
る
に
あ
た
っ
て
、
百
姓
が
参
政
す
る
「
村
」
の
成
立
を
指
標
と
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
成
熟

を
遂
げ
る
契
機
は
、
村
方
騒
動
だ
け
で
な
く
、
入
会
や
用
水
の
土
ハ
同
管
理
を
め
ぐ
る
争
論
や
領
主
側
の
強
い
指
導
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
想
定

さ
れ
る
。
ま
た
知
的
技
術
の
集
積
と
し
て
村
方
文
書
を
見
る
視
角
に
つ
い
て
も
、
領
主
が
提
示
す
る
規
範
や
そ
の
ほ
か
の
技
術
が
ど
の
よ

う
に
創
出
さ
れ
、
伝
播
．
導
入
・
集
積
さ
れ
た
の
か
十
分
に
明
ら
か
に
し
え
た
と
は
言
え
な
い
。
近
世
日
本
に
お
け
る
村
方
文
書
の
政
治

社
会
史
上
の
意
義
、
そ
し
て
百
姓
の
公
的
意
識
の
成
長
と
そ
の
特
質
を
見
定
め
る
た
め
に
、
残
さ
れ
た
多
く
の
課
題
に
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。
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（
1
）
　
史
料
管
理
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
と
し
て
、
安
藤
正
人
「
第
七
章

近
世
・
近
代
地
方
文
書
研
究
と
整
理
論
の
課
題
」
（
大
藤
修
・
安
藤
正

人
『
史
料
保
存
と
文
書
館
学
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
、
大
藤

修
「
地
域
文
書
館
の
源
流
と
文
書
館
の
今
日
」
（
『
吉
備
地
方
史
研
究
』

　
一
七
四
・
一
七
五
号
、
一
九
九
〇
年
）
、
同
「
史
料
と
記
録
史
料
学
」

（『

L
録
と
史
料
』
N
o
・
1
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
が
あ
る
。
ま
た
、

近
世
史
研
究
の
進
展
の
中
で
こ
れ
ら
の
問
題
を
自
覚
的
に
取
り
上
げ
、

あ
る
い
は
問
題
提
起
し
た
も
の
に
、
青
木
美
智
男
「
近
世
の
文
字
社
会

と
村
落
で
の
文
字
教
育
を
め
ぐ
っ
て
ー
『
長
野
県
史
』
通
史
編
近
世

と
網
野
善
彦
氏
の
近
業
に
刺
激
さ
れ
て
　
　
」
（
『
信
濃
』
第
四
二
巻
第

’
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二
号
、
一
九
九
〇
年
二
月
）
、
塚
本
学
「
第
三
節
　
文
書
の
普
及
と
庶

民
生
活
」
（
『
長
野
県
史
』
通
史
編
第
四
巻
近
世
一
、
一
九
八
七
年
）
が

　
あ
る
。

（
2
）
　
所
論
を
端
的
に
示
し
た
論
考
と
し
て
、
水
本
邦
彦
「
初
期
「
村
方

騒
動
」
と
近
世
村
落
」
（
『
日
本
史
研
究
』
＝
二
九
・
一
四
〇
合
併
号
、

　
一
九
七
四
年
）
、
同
「
村
社
会
と
幕
藩
体
制
」
（
『
歴
史
学
研
究
別
冊
（
一

九
八
三
年
度
）
』
）
、
お
よ
び
同
「
村
共
同
体
と
村
支
配
」
（
歴
史
学
研
究

　
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
』
5
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
八
五
年
）
を
あ
げ
て
お
く
。

（
3
）
　
山
中
清
孝
「
幕
藩
制
崩
壊
期
に
お
け
る
武
州
世
直
し
一
揆
の
歴
史

　
的
意
義
」
（
『
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集
（
一
九
七
四
年
度
）
』
）
、
同
「
近

　
世
武
州
名
栗
村
の
構
造
』
（
名
栗
村
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一
年
）
、
加

　
藤
衛
拡
「
江
戸
地
廻
り
山
村
の
豪
農
経
営
－
武
州
西
川
町
田
家
を
中

　
心
と
し
て
ー
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
、
一
九
八
六
年

　
度
〉（

4
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
第
二
七
八
四
号

（
5
）
　
菅
原
憲
二
「
村
入
用
帳
の
成
立
」
（
京
都
大
学
近
世
史
研
究
会
編

　
『
論
集
近
世
史
研
究
』
、
一
九
七
六
年
）

（
6
）
　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
第
＝
二
〇
八
号
、
お
よ
び
『
徳
川
禁
令

　
考
』
第
二
七
八
八
号

（
7
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
第
二
一
〇
八
号
、
『
御
當
家
令
条
』
第
二
八
二
号

（
8
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
第
一
＝
一
〇
号
、
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
第
＝
二

　
一
一
号

（
9
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
第
二
七
七
二
号

（
1
0
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
四
、
二
一
〇
～
一
頁
、
『
御
触
書
寛
保
集

成
』
第
＝
二
五
四
号

（
1
1
）
　
前
掲
菅
原
論
文
、
三
八
五
～
八
九
頁

（
1
2
V
　
北
島
正
元
校
訂
『
武
蔵
国
田
園
簿
』
（
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
七

　
年
）
二
一
一
頁

（
1
3
）
　
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
、
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
町
田
家
文

　
書
、
旧
六
〇
一
三
番
文
書
ほ
か
。
町
田
家
文
書
は
、
一
九
六
一
年
か
ら

　
六
四
年
に
か
け
て
埼
玉
県
立
図
書
館
に
よ
っ
て
史
料
整
理
が
お
こ
な
わ

　
れ
、
『
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
町
田
家
文
書
目
録
』
1
～
W
の
目
録

　
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
の
ち
一
九
六
七
年
、
未
整
理
分
を
含
め
て

　
学
習
院
大
学
史
料
館
に
寄
贈
さ
れ
、
新
た
に
整
理
と
目
録
の
刊
行
を
お

　
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
史
料
館
に
よ
る
目
録
刊
行
分
は
近
世
冊

　
子
型
文
書
の
み
で
あ
る
の
で
、
以
後
、
近
世
状
型
文
書
に
つ
い
て
は
埼

　
玉
県
立
図
書
館
に
よ
る
目
録
の
文
書
番
号
を
、
「
旧
…
…
番
」
の
よ
う

　
に
示
す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、

　
こ
の
町
田
家
文
書
を
使
用
し
て
い
る
。
以
後
、
出
典
は
番
号
の
み
を
示

　
す
。

（
1
4
）
　
一
六
九
七
番
「
万
治
三
年
子
ノ
霜
月
廿
九
日
　
名
寄
帳
」

（
1
5
）
　
旧
六
〇
一
七
番

（
1
6
）
　
旧
六
〇
〇
五
番
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22　21 20　19　18　17
）　　　）　　　）　　　）

　
に
つ
い
て
の
訴
状
）
」
、

　
物
村
入
用
鎗
差
引
過
不
足
改
帳
」
な
ど
に
よ
る
。

（
2
3
＞
　
九
五
二
番
「
卯
御
年
貢
名
寄
帳
」

（
2
4
）
　
九
五
三
番
「
石
寄
帳
」

（
2
5
）
　
六
三
八
番

（
2
6
）
　
旧
八
八
〇
五
番
「
乍
恐
書
付
を
以
申
上
候
（
名
主
年
貢
勘
定
不
正

　
に
つ
い
て
の
訴
状
）
」

33　32　31　30　29　28　27
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

一
六
九
七
番

旧
六
〇
一
四
番

旧
六
〇
一
六
番

旧
六
〇
｝
七
番

六
三
八
番

旧
八
八
〇
五
番
「
乍
恐
書
付
を
以
申
上
候
（
名
主
年
貢
勘
定
不
正

　
　
　
　
　
　
　
旧
一
七
〇
〇
番
「
御
年
貢
納
永
辻
高
井
諸
懸
り

三
三
二
三
番
「
反
歩
書
分
覚
帳
」
と
じ
込
み
文
書

三
三
二
三
番
「
反
歩
書
分
覚
帳
」

六
三
八
番

旧
八
六
九
八
番

旧
八
七
八
八
番
「
覚
（
御
産
所
御
用
炭
請
取
に
つ
い
て
）
」

加
藤
衛
拡
前
掲
論
文
、
一
六
四
頁

旧
七
六
一
四
「
質
物
流
畑
居
山
手
形
之
事
」
を
一
例
と
し
て
上
げ

　
て
お
く
。

（
3
4
）
　
九
五
三
番
「
石
寄
帳
」

（
3
5
）
　
旧
一
七
〇
一
二
番
。

（
3
6
）
　
旧
八
八
八
三
番

（
3
7
）
　
一
六
八
一
（
延
宝
九
）
年
八
月
一
九
日
、
浅
見
五
兵
衛
は
櫃
沢
組

　
市
郎
右
衛
門
ほ
か
一
八
名
・
浜
居
場
庄
兵
衛
か
ら
本
件
の
請
書
で
あ
る

　
「
一
札
之
事
」
（
旧
八
五
六
八
番
）
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

（
3
8
）
　
九
五
三
番
「
石
寄
帳
」

（
3
9
）
　
旧
＝
二
九
［
八
番
「
為
取
替
申
済
口
証
文
之
事
」

（
4
0
）
　
一
七
〇
〇
番
「
御
年
貢
納
永
辻
高
井
諸
懸
り
物
村
入
用
鍵
差
引
過

　
不
足
改
帳
」

（
4
1
）
　
旧
八
八
〇
五
「
乍
恐
書
付
を
以
申
上
候
（
名
主
年
貢
勘
定
不
正
に

　
つ
い
て
の
訴
状
）
」

（
4
2
）
　
旧
＝
二
九
一
八
番
「
為
取
替
申
済
口
証
文
之
事
」

（
4
3
）
旧
＝
二
九
一
六
番

（
4
4
）
　
旧
＝
二
九
二
九
番

（
4
5
）
　
こ
の
帳
面
は
町
田
家
文
書
中
に
は
伝
存
し
て
い
な
い
が
、
近
世
後

期
の
村
方
文
書
目
録
で
あ
る
「
上
名
栗
村
前
々
書
物
改
目
録
」
（
二
三

〇
〇
番
）
に
「
享
保
十
六
亥
年
改
地
押
帳
　
壱
冊
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

実
際
に
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
4
6
）
　
現
在
整
理
中
の
文
書
の
中
に
伝
存
し
て
い
る
。
「
享
保
九
辰
御
年

貢
米
永
皆
済
目
録
」
（
文
書
番
号
し
ー
一
四
八
）
を
一
例
と
し
て
上
げ

　
て
お
く
。

（
4
7
）
　
＝
二
八
六
番
「
武
州
秩
父
郡
上
名
栗
村
年
貢
三
度
二
取
立
大
積
り
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拍
帳
」

（
4
8
）
　
九
八
四
番
ほ
か

（
4
9
）
　
一
四
九
九
番
「
享
保
十
一
午
御
年
貢
井
綿
売
出
紙
舟
役
口
永
勘
定

鎗
請
取
帳
」
ほ
か

（
5
0
）
　
一
八
五
〇
番
「
享
保
十
一
午
年
村
入
目
遣
捨
鍵
割
帳
」
ほ
か

（
5
1
）
　
＝
二
五
八
番
「
享
保
巳
御
年
貢
米
永
皆
済
突
合
目
録
拍
」
ほ
か

（
5
2
）
　
一
四
九
六
番
「
享
保
十
巳
年
諸
掛
物
勘
定
割
合
鎌
請
取
帳
」
ほ
か

（
5
3
）
　
一
八
一
八
（
文
政
元
）
年
に
作
成
さ
れ
た
「
夜
着
店
帳
面
取
調
拍

　
（
延
宝
四
年
よ
り
享
和
二
年
迄
の
不
用
分
村
方
諸
帳
面
取
調
拍
）
」
（
二

　
二
五
七
番
）
に
よ
れ
ば
、
一
七
二
五
（
享
保
一
〇
）
年
よ
り
二
八
年
ま
で

　
の
間
、
「
浮
役
永
取
立
帳
」
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
5
4
）
　
九
八
四
番
「
享
保
九
年
辰
ノ
御
年
貢
御
割
付
名
寄
帳
」
ほ
か
の
年

　
貢
小
割
帳
の
小
口
に
は
、
押
切
印
の
押
さ
れ
て
い
な
い
年
貢
小
手
形
が

　
残
さ
れ
て
い
る
。

（
5
5
）
　
＝
二
五
八
番
「
享
保
巳
御
年
貢
米
永
皆
済
突
合
目
録
拍
」
ほ
か

（
5
6
）
　
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
三
年
六
月

　
九
日
条
（
雄
松
堂
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
出
版
）
。
ま
た
『
新
訂
寛
政
重

　
修
諸
家
譜
』
の
堀
内
安
之
（
六
郎
兵
衛
）
の
項
（
第
一
八
巻
、
三
三
八
頁
、

　
続
群
書
類
従
完
成
会
）
に
も
こ
れ
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。

（
5
7
）
　
旧
六
九
三
六
番

（
5
8
）
　
一
＝
八
〇
番
「
帳
面
改
諸
懸
り
勘
定
帳
」

（
5
9
）
　
一
八
一
一
番
「
文
化
一
〇
年
三
月
　
上
名
栗
村
新
組
帳
面
改
メ
小

前
連
印
議
定
帳
」

（
6
0
）
　
旧
八
五
九
二
番

（
6
1
）
　
七
八
五
番

（
6
2
）
　
＝
二
九
八
番
「
宝
暦
一
〇
年
六
月
　
夏
秋
御
年
貢
取
立
帳
」
ほ
か

（
6
3
）
　
一
二
四
三
番
「
宝
暦
一
〇
年
一
二
月
　
辰
御
年
貢
鋸
三
度
差
引

　
帳
」
ほ
か
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一
二
八
四
番
「
亥
御
年
貢
大
積
三
季
小
前
取
立
帳
」

一
七
一
九
番
「
亥
御
年
貢
諸
役
井
村
入
用
皆
済
帳
」

一
〇
番
「
御
用
留
」

八
三
二
番
「
子
御
割
附
拝
見
受
印
帳
」

八
七
二
番
「
子
御
目
録
拝
見
受
印
帳
」

一
二
九
二
番
「
巳
御
年
貢
三
度
差
引
帳
」

二
三
〇
〇
番

二
二
五
七
番
「
夜
着
店
帳
面
取
調
拍
（
延
宝
四
年
よ
り
享
和
二
年

迄
の
不
用
分
村
方
諸
帳
面
取
調
拍
）
」

（
7
2
）
　
同
前

（
7
3
）
　
六
二
〇
番
「
騒
動
二
付
諸
請
印
・
願
書

　
の
見
分
に
つ
き
請
印
及
び
御
免
願
書
）
」

拍
（
荒
地
・
取
下
ケ
地

　
付
記

　
第
三
章
第
二
節
は
一
九
八
九
年
度
学
習
院
大
学
史
料
館
特
別
展
「
所
蔵

史
料
に
み
る
近
世
古
文
書
の
体
系
」
の
「
町
田
家
文
書
の
世
界
」
、
同
第
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三
節
は
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
主
催
「
一
九
八
九
年
度
史
料
管

理
学
研
修
会
」
の
リ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
成
稿
し
た
。
ま
た
本
稿
の
要
旨
は
、

一
九
九
一
年
一
月
に
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
連
絡
協
議
会
関
東
部
会
例

会
で
口
頭
報
告
す
る
機
会
を
え
た
。
こ
こ
に
付
記
し
、
関
係
諸
氏
に
心
か

ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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